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第３３回関西広域連合委員会 

                    日時：平成２５年５月２３日（木） 

                       午後１時５０分～午後４時３０分 

                    場所：リーガロイヤルＮＣＢ 淀の間 

開会 午後１時５０分 

○広域連合長（井戸敏三）  第33回関西広域連合委員会を開催させていただきます。 

原子力規制庁から山本審議官にお見えいただいておりますが、最初に発電用軽水

型原子炉の新規制基準について御説明を伺い、御質疑をいただくことにしております。 

 それでは早速ですが、山本審議官、御説明よろしくお願いいたします。 

○山本審議官  ただいま御紹介いただきました原子力規制委員会、規制庁の審議官

をしております山本でございます。 

 本日は原子力発電所の新しい規制基準、今現在検討中でございますけれども、これ

についての御説明をさせていただければと思っております。このような説明の機会を

いただきまして大変ありがとうございます。 

 お手元に資料の１ということで、実用発電用原子炉に係る新規制基準（案）につい

てという資料を御用意させていただいておりますので、この資料に基づきまして規制

基準の内容につきまして御説明をさせていただきます。 

 私どもはこれを新しい原子力発電所の新規制基準と、こう呼び方をしていますけれ

ども、この規制基準といいますのは、原子力発電所を初め原子力施設を規制する法律

としまして、原子炉等規制法という法律です。 

 この法律が福島の事故を踏まえまして私ども原子力規制委員会、規制庁の設置とと

もにこの原子力等規制法が改正になりまして、原子力に係る新しい規制基準を規制委

員会発足後10カ月以内ということで、規制庁、規制委員会が発足しましたのが昨年９

月でございますので、今年の７月までに新しい基準を整備をして、それを施行するこ

と、これが法律上明記されていますので、大変短い期間ではございますけれども、私
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どもは組織を発足以降、昨年の９月以降体制を整備いたしまして検討を進めてきてい

るものです。 

 現在の状況は、ほぼこの基準（案）の原案を策定いたしまして、いわゆる行政手続

法に基づくパブリックコメントを実施いたしました。この結果を現在集計中でござい

ますので、最終的な規制基準という形で制定をしていきたいと思っているものです。 

 １枚おめくりいただきますと１ページ目に、この福島第一の事故を踏まえて、安全

規制に対するさまざまな御指摘が国会の事故調、政府事故調等々から出てきているも

のです。私どもが規制基準を検討するに当たって前提とした重要な御指摘ということ

で列挙をさせていただいております。 

 幾つか言われておりますけれども、特に今回の福島の第一の事故といいますのは想

定を超える地震、津波によりまして炉心損傷が起きたわけですけども、そういう炉心

損傷が起きるような事態、これをシビアアクシデントと専門的には呼んでいますけど

も、こういった対策が規制上十分位置づけられず事業者の自主的に任されてきたとい

う大きな問題があったという御指摘。それから地震などの基準につきましても平成18

年に新しい地震の基準が当時できていたわけでありますけども、これをきちっと適用

させるということが法律上からにしても明確になってなかった、いわゆる強制力を持

って基準を適合させるという仕組みがなかったというような御指摘。それからこうい

うシビアアクシデントの対策が海外でもいろいろ進んでいたわけですけれども、そう

いう海外の動向、海外の知見を十分踏まえずに、それを規制の中に入れ込んで取り組

んでいなかったといった御指摘。それから地震、津波、これは日本固有の大変自然環

境が厳しい条件ですので、そういう自然災害をきちっと想定して常に安全性を向上す

ると、こういう取り組みが不十分であったというようなこと、こういうような大変厳

しい御指摘を各事故調からいただいています。まずこういったことを前提に規制基準

の検討を行いました。 

 それから２ページ目に書いておりますのは、今回の規制基準の前提となります原子



－3－ 

炉等規制法の改正の内容です。特に法目的の中では、単に原子力発電所の安全を確保

してその災害を防止するというのが従来の考え方だったわけでありますが、それにと

どまらず原子力災害を引き起こす、私どもはこれを起因事象と呼んでおりますけども、

そういったものについては自然災害それからテロリズムと、こういった原子力発電所

の外部に存在する脅威にも対して十分備えたものにすべきであると、こういったこと

が法律の目的に追加されております。 

 それから、この原子力災害を防止し安全を図るというのが法律の目的ですけども、

その究極の目標が国民の生命、健康、財産の保護、これは従来もあったわけですが、

特に今回環境の保全が入っています。これは御案内のとおり、福島第一の事故により

まして大量の放射性物質が原子力発電所の周辺区域を初め大変遠くのところまで放射

性物質が拡散し、それが蓄積し、そしていまだに多くの方が帰還ができないと、こう

いう状況になっています。したがって生命、財産、健康の保護だけではなくて、そう

いう環境の保全、要は環境に対して放射線による汚染を生じさせないと、こういった

ことを法律の目的に入れたということです。したがって、規制基準もこういったこと

を十分踏まえたものにしていく必要がございます。 

 それから２つ目が重大事故も考慮した安全規制、ここでいいます重大事故というの

は先ほど言いました炉心が損傷するようなシビアアクシデントの状態を指します。こ

ういう重大事故、これまでの規制ではそもそも重大事故に至らないための対策しか行

っていたわけですけども、重大事故が発生した場合でもそれにきちっと対応できるよ

うな体制を構築すると、それを法律の規制対象の中に入れていくということと、これ

が新たに入ってきた要件でございます。 

 それからもう一つは、安全の確保には終わりはございません。常に安全性の向上を

図っていくということが大変重要です。それで、これは規制基準とはちょっと別の制

度にはなりますけれども、一定期間ごとに事業者に対して安全性の総合評価を実施さ

せ、その結果を公表させるということで、安全の向上の良循環の仕組みを入れたとい
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うものです。 

 それからもう一つ大きな制度は、いわゆるバックフィット制度です。この安全確保、

先ほど言いましたように終わりはございませんので、常に最新知見を取り入れて基準

の見直しを行ってまいります。そしてその基準は必ず既設の発電所も含めて適合させ

ていくと、これは先ほど言いました、地震の基準ができたにもかかわらずこの適合が

極めておくれたという反省のもとに、新しい基準はそれができた段階できちっと事業

者に適合させる、もし適合できなければ改善の命令などの強制的な措置を講じると、

こういう措置です。 

 それから最後には、電気事業法と原子炉規制法は複雑な体系になっておりますので、

これを一本化して明確な体系にするということです。 

 次の３ページをお開きいただきますと、これは東京電力福島第一原子力発電所の事

故のシーケンスといいますか、どういう過程で事故に陥ったとかということです。こ

の大きな流れは国会事故調、政府事故調を初め共通の理解といいますか評価になって

いるかと思っています。ごらんのとおり地震が発生いたしまして外部電源が喪失、こ

れは送電鉄塔が倒れたり受電設備が崩壊するなどによりまして外部電源が失われ、そ

のときに内部電源及び非常用ＤＧなどが立ち上がりましたけども、津波などによりま

して海水の冷却機能が失われ、この非常用ＤＧが作動しない、あるいは炉心の冷却、

この冷却する場合は最終的には海に熱を逃がすわけでありますけども、この海に逃が

すための装置が津波によって崩壊したということで全ての電源を失い、それから原子

炉の冷却機能を失うと、こういう事態に陥ったがために炉心が損傷し、さらには溶融

をし、圧力容器あるいはさらには格納容器内の圧力が高まり放射性物質が格納容器外

に漏出し、そして水素もあわせて放出されましたのでこの建屋が水素爆発し、そして

最終的には環境に大量の放射性物質を出してしまったと、こういう大きな流れでござ

います。したがって、それぞれの事柄に対してこういう事態が生じないような対策、

左とか右に吹き出しが書いていますけども、こういった福島の事故を二度と繰り返さ
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ない、あるいはそれを防止するための各段階の対策をきちっと基準の中に入れていく

と、こういうことが必要であると考えております。 

 それで４ページ目はこの基準の検討の流れでございます。規制庁を発足してからこ

の基準を策定します検討チーム、これは外部の有識者も入っていただいたチーム等編

成をいたしまして、ちょうど真ん中のあたりですけれども、非規制者等からの意見も

踏まえながら、今年の２月にまず骨子案という形で取りまとめをしております。それ

でもちろんこの過程は全て議事は公開、一般傍聴も認めておりますし、それからいわ

ゆるユーチューブと言われるものでウェブ上の公開、これは後でも見られる形でござ

いますけども、こういう透明性を確保するという形で基準の策定に努めてきたところ

です。そしてこの骨子案の段階でまず１回目のパブリックコメントを実施いたしまし

て、その上で規制条文案、これは法律の言葉に置きかえたものですが、この案を作成

しまして、４月から２回目のパブリックコメントを実施して、今それが終了し集計を

しているということで、７月に施行に向けて準備を進めさせていただいております。 

 それで次の５ページ目をお開きいただければと思います。先ほど申し上げました前

提状況を踏まえた上で、この規制基準の基本的な考え方ということです。１つ目はこ

れはもう海外でも強く言われていることですが、深層防護というものを徹底すること

です。深層防護というと今一般的に５つの層があると言われております。炉心損傷が

起きるような起因となる事象、これは地震、津波とか機器の故障とか、いろんなもの

が想定されるわけでありますけども、まずはそういったものの発生を防止すること、

それが起きてもそれの拡大を防止すること、それで機能が仮に一部失ったとしてもそ

の影響を緩和することと、このまず３つのところは従来設計基準という形で従来の安

全規制の中でも取り込んでたわけでありますが、さらに第４層目としまして、そうい

った通常の設備が使えないような状態に陥って炉心損傷が起きるような場合、これを

シビアアクシデントと呼んでいますけど、そういうシビアアクシデント対策、これを

第４層として追加をし、そして第５層はさらには原子力の防災対策ということで万が
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一の場合についての住民の皆様の避難のための準備、こういう対策も含めて全体で５

層の構造になっていますけども、こういう多段階、多層的な形で安全をしっかり守っ

ていくと、こういう考え方を訂正するということです。 

 それからもう一つは安全確保の基礎となる信頼性向上ということですが、従来の基

準で非常に不十分であった火災対策、あるいは後ほど申しますような地震、津波、こ

ういったような対策について十分強化を図っていくということを念頭に置いています。 

 それから次の６ページ目、シビアアクシデント対策などの対応です。従来このシビ

アアクシデント、炉心が損傷するような事態に陥った場合での対応策なり準備が全く

これまで規制上なかったわけでございますけども、今回新しい規制基準の中に炉心が

損傷するような事態に至った場合の炉心の損傷を防止する、これは通常の設備は使え

ないときがありますので、別の代替手段を用意するということですけども、そういう

炉心をそもそも損傷を防止するようなこと。それから格納容器が中の温度が上がって

破損を防止するような格納容器の機能を維持し、さらに加圧が進んでまいりますとベ

ントというもので内部の圧力を外部に逃がすことによって格納容器の破損を防止する

ような対策、もちろんこのときは管理放出といいましてフィルタ・ベントといったも

ので一定以上の放射性物質を出さないようにというのが基本です。さらに万が一放射

性物質が出ていった場合には、先般の福島の事故でも自衛隊あるいは消防庁のほうで

もいろいろ御対応いただいた、ああいう散水のような対策と、こういう多段階の対策

を最悪の事態も踏まえた対策をあらかじめ準備しておくということです。 

 それで次の②でございますけども、こういう炉心損傷に至るような対応といった場

合にはさまざまな事態が想定されますので、極めて柔軟な対応ができる必要がござい

ます。したがって、これはアメリカでもとられております、特に可搬のポンプ車とか

電源車、さまざまなものを組み合わせるっていうことですけども、いろんな事態にも

対応できるように、こういう可搬型の設備を基本としまして他方、信頼性の確保の観

点から恒設設備と組み合わせをすると、これは恒設設備は特にヨーロッパなどが中心
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ですけども、アメリカ式とヨーロッパ式のものを組み合わせた対応をやっていくよう

なこと。 

 それから③番に書いていますのは、今までは原子炉の話をしましたけども、もう一

つの大きな、福島の事故でも問題になりました使用済み燃料プールの対策を強化する

こと。 

 それから④は設備面だけではなくて緊急事態が起きたときの対応ができるような体

制を整備すること、対策所であるとか通信機能の向上、こういうのは当然ですけど、

こういったものの強化を図ると。 

 それから⑤に書いていますのは、テロなどによりまして航空機が落下してくるよう

なケース、アメリカの9.11のような事態ですけども、そういったものの場合でも対応

できるような対策として、後ほど述べます特定安全施設っていうものを導入してまい

ることにしています。 

 ７ページ目でございます。ここは基準の全体の概念を書いたものです。左側が従来

の設備によります対応です。そして右が新しい規制基準っていうことで、要すれば従

来の設計基準と呼ばれているところについてはそれぞれの対策の中身は強化し、特に

耐震、津波の対策についてはさらなる強化を行うということに加えて上の黄色いとこ

ろですけども、それでも通常の設備が使えなくて炉心損傷に至るようなケースも想定

しまして、それらに備えた対策、シビアアクシデント対策と呼んでおりますけども、

こういったものを新たに追加すると、こういう規制体系にしているものです。 

 ８ページ目以降が具体的な対応の例という形で書いています。まず設計基準という、

先ほどの７ページの左側に相当するところです。ここでの強化ということで、不十分

なところを強化しています。火災防護であるとか重要な機器の多重化を徹底すること、

一部多重化されていないところがございます。それから外部電源を強化すること、容

易に外部電源が喪失しないようなこと、原子炉の熱を逃がします海水冷却機っていう

のがございますけど、こういったものの防御、それから自然現象として、後ほど述べ
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ます地震、津波以外の例えば竜巻、森林火災、こういったものにも十分備えるような

対策を用意することです。 

 その具体例のイメージとしまして次の９ページ目です。左側にありますのが外部電

源の強化ということで、この外部電源というのは変電所から送電系統、変電所を介し

てこの原子力発電所に電気が供給されるわけですけども、従来その重要な大きな変電

所から枝分かれして原子力発電所に供給されているケースが多うございまして、万が

一、その上にあります大もとの変電所が地震などでだめになりますと供給が全部スト

ップしてまいりますから、下の図にありますように異なる変電所、異なる送電ルート

によりまして、仮に片方の送電ルートがだめでももう片方で十分対応できるように、

この外部電源のルート強化っていうのが１つの例です。右側は海水ポンプに防護壁を

設けるなど、こういう対津波性を向上させるという対策です。 

 それから10ページ目をお開きください。次はシビアアクシデント対策、さまざまな

通常の設備によりまして安全を確保するわけですけど、そういった設備が使えないよ

うな状態に陥った場合でも炉心を損傷防止をするという対策です。 

 ①から⑥に書いておりますのは、例えば通常操作によって原子炉の停止が失敗した

場合、例えば制御バーが挿入できないような場合に代替に例えば原子炉を停止させる

ための放散水を注入するようなこと。 

 それから②、③、④とかいうのは通常の冷却装置とか圧力を逃がすような装置、こ

ういったものが動作できない場合については代替の可搬型の設備でもって注水をする、

あるいは圧力を逃がすというような対応。そして特にこの基本となるのは水の供給と

電源ですので、こういうサポート機能ということで電源車、ポンプ車、そういったも

のをしっかり用意いたしまして、さまざまな事態でも対応できるように手順、設備は

用意しておくということです。 

 次の11ページが１つの例です。左側の図は通常の場合ですと中央制御室からボタン

操作等によりまして原子炉の圧力を逃がす弁などを操作するわけですが、そういった
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ものが使えないような状態になった場合は、例えばこういう手動でハンドルを回して

圧力を逃がすというような、こういう対策を組み合わせるようなこと。右側は既にい

ろんな発電所で取り組まれていますけども、通常の電源が使えない場合についてはこ

ういう電源車などから電気が供給できるような体制を用意しておくことということで

ございます。 

 次の12ページは格納容器の破損防止対策ということです。不幸にも炉心損傷が起き

て圧力容器、格納容器の内圧が上がってきた場合、これは格納容器が破損いたします

と大量の放射性物質が外部に放出されますので、少なくとも格納容器を破損させない

ための対策ということです。ポイントは格納容器内の温度、圧力を下げるための対策

ということで、格納容器内のスプレイと書いていますけれども、水を放出することに

よって雰囲気温度を下げていくようなこと。それからそもそも圧力が上がっていった

場合はそれを逃がす必要がございますので、フィルタ・ベントと呼ばれるもので過圧

破損を防止するようなこと。それから溶融いたしました炉心、これが通常の圧力容器

ではなく、その下部に溶融して落下するケースもございますので、そういう落下した

溶融炉心に対して水を注入することによって冷却するようなこと。それから水素の防

止対策、これは水素を逃がすというのが基本になってまいりますけども、こういう対

策を追加するものです。 

 13ページにその具体的なイメージを書いています。左側に排気筒、フィルターとあ

りますが、これは真ん中の絵にあります炉心が損傷して圧力容器内、格納容器内の圧

力が上昇し、格納容器が破損するおそれが出てきた場合には、この圧力を逃がすため

にフィルターを通じて内圧を下げるというものです。このフィルターによりまして、

放射性物質を一定量以下に低減させるというのがもちろん必要になってまいります。

そのほか、圧力容器を突き抜けて下のほうに炉心溶融が落下した場合には、その炉心

の下部にこういう水を注入して冷却するような対策、こういった炉心が損傷した後に

おいても、格納容器の破損を防止するための対策をあらかじめ用意をしておくという
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ことです。 

 最後の対策について、14ページ、意図的な航空機落下による対策です。航空機が原

子炉に突っ込んでくるといった場合になりますと、相当大きな建屋などの破損が想定

されます。そうしますと、なかなか人が近づけない、設備も大きなダメージを受けて

いる可能性がございますので、遠隔で、先ほど言いましたこの格納容器の破損を防止

したり、あるいは炉心を冷却するといったことを実施するための施設を原子炉建屋か

ら、例えば100メートルぐらい離れたところに特定安全施設と称していますけど、こ

ういう一定の設備を準備をし、遠隔で炉心の冷却あるいは格納容器破損の防止のため

のフィルタ・ベントの操作、こういったものを実施する施設を用意をするというもの

です。これは主としてヨーロッパなどに導入されているケースが多いものです。 

 最後に15ページが、それでも格納容器から放射性物質が出てきた場合には、こうい

う大量の水を噴射する施設の用意しておきまして、これは福島の事故で自衛隊、消防

庁で対応いただいたものでありますが、それを事業者としてもきちっと用意をしてお

くというものです。 

 それから16ページが、最後になりましたけども耐震・津波の基準の評価ということ

です。特に津波に関しては、これまでの基準では地震の随伴事象ということで、必ず

しも津波に対する評価、対策が十分でなかったと考えられます。それで今回の新しい

基準の中においては、その地点に襲来いたします最大の津波を想定し、それを基準津

波として設定をいたしまして、そのための防護対策を要求するものです。 

 具体的には、下の写真にありますように、そもそも津波が襲ってきた場合、発電所

全体を防護するこういう防護壁を設置をするようなこと、さらにこの防護壁を乗り越

えて津波が原子炉建屋に襲ってきた場合にも対応できるように、建屋ごとに防潮扉と

いったものを設置するようなこと。そしてこれらはもちろん地震で壊れたら困ります

ので、信頼性の高いＳクラスというものに設定をいたします。 

 それから17ページです。今回の基準で明確にしたもう一つの点は、この原子炉建屋
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など重要な設備の直下には断層があってはならないと、具体的には活断層の露頭がな

い地盤に原子炉などの重要設備を設置するということです。これは下に漫画がありま

すように、万が一こういう断層が直下にあって、それが変位をいたしますと、これは

地震の揺れというよりも地盤の変形によりまして建屋が損傷を受けるというおそれが

ありますので、活断層は原子炉建屋の下にあってはならないと、こういうことを今回

の基準で新たに明確にいたします。 

 それから18ページのところは、この活断層の判断に係ります基準を明確化したもの

です。従来から活断層の判断基準を後期更新世と呼ばれる、これは地質の一種の年代

ですけども、それを12から13万年以前に活動がないものということで活断層の定義と

しておりました。左側の下の絵にありますように12から13万年前の地層があって、こ

こにずれや変形があるかどうかで判断できる場合にはこれで判断いたしますが、こう

いう12万年あるいは13万年前の地層がない場合では、さらにもっと古い40万年前まで

さかのぼりまして、そこで活動性があったかどうかということで活断層の判断をする

と、こういう考え方を明示いたしまして13万を超えるか超えないかということだけの

議論ではなくて、ない場合は40万年前までさかのぼって評価をするというふうに明確

化したものです。 

 次の19ページですけれども、こういう基準となる地震動を想定する場合、断層の調

査をするわけですが、断層がありますと、その断層の長さとか傾き、地質構造などを

踏まえて基準となる地震の揺れの大きさを評価するわけでありますが、その際、地盤

の構造が必ずしもその地質構造が一定でない場合がございます。その場合は、こうい

う地質の内部構造をきちっと評価をして、地震の波がどのように伝わってくるかとい

ったことをきちっと評価をするということを新たに義務づけております。これは新潟

県の中越沖地震の際に大変大きな揺れが発生いたしましたが、あれは地震の地盤構造、

増幅効果によって大きく揺れが増幅したというようなこともございましたし、それか

ら静岡県の駿河湾の地震のときには浜岡の３号、４号はそれほど大きな揺れではあり
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ませんでしたが、５号は大変大きな揺れが生じたということがございました。これも

やはりその地質構造がやや特異な形をしていたというのが１つの大きな要因です。し

たがって、そういう単に断層があって、その長さがどうのこうのだけではなくて、そ

の揺れが伝わってくる地盤構造をしっかり見て、そういう増幅であるとか、あるいは

レンズ効果にある地震波が集中して増幅するようなことはないかどうか、そういった

ことをきちっと把握して正確に揺れを評価する、こういうことも新たに加えたもので

す。このように基準、地震と津波に対しては相当の評価を行うものです。 

 最後20ページです。今要点しか申し上げませんでしたけど、20ページは大変ちょっ

とごちゃごちゃしてございますが、左側のところ、上からが耐震・地震・津波対策、

それから従来の設計基準の強化、そしてシビアアクシデントという重大事項に対する

ための対策と、こういったものは網羅的に今回の基準で設定をいたします。それで今

年の７月にはこの基準を施行するわけですけども、左から３つ目にありますように、

この３つのカテゴリーの必要な対策は、７月で全て実施してもらうということにして

います。 

 さらにこの対策の信頼性を向上する、あるいはバックアップの対策として14ページ

で申し上げました特定安全施設については、今年の７月から５年以内にこの対応を実

施してもらうと、こういう段階的な強化という形で整備をしているものです。まず基

本は、その７月の施行で全ての安全機能を満たし、さらなる信頼性向上という観点か

ら次のステップも用意しているということです。 

 このような形で現在基準案を検討しているところでして、準備が整い、案が固まり

ましたら、この規制基準という形で法令上の用語でいいますと公布、行使、これは官

報に掲載することになりますけども、その後７月の半ばを目標にこの基準を施行する

という格好になってまいります。この基準が施行になりますと、全ての原子力発電所

は適合する必要が出てまいりますので、多くの発電所は現在定期検査で停止中でござ

いますから、各事業者においてはこの基準に適合しているかどうかといったことの申
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請をしていただいて、私ども規制当局が評価し、判断し、そして検査が終わって、も

し問題がなければ運転をしても安全性の問題はないというようなことになってまいり

ますので、そういう流れになりますし、もし基準が適合できないとなれば、また必要

な改善をしていただくという格好になってくるものです。そういう形で審査をこれか

らしてまいりますけども、特にこの基準は、先ほど冒頭に申しましたように設置段階

の基本設計に係ります基準と、それから詳細設計に係る基準、工事計画と呼んでいま

す。それから実はこのシビアアクシデントというのは特に体制面が大変、可搬式設備

を用いますので、体制面が大変重要です。これを担保するのが原子炉等規制法の中で

は保安規定と呼ばれるものでありますが、この３つのものを同時に審査してまいりま

す。すなわち設備面の基本設計から詳細設計に至る具体的な対策とそれを担保するた

めの体制を、これをあわせて審査するということにしているものです。それで私ども

規制庁におきましては、３つのチームをつくりまして、最大３つぐらいのプラントが

申請で来た場合には対応できるようにということで今審査体制を準備していると、こ

ういう状況です。いずれにしましても、福島の事故を二度と繰り返さない、そして安

全性を常に向上させていくということが大変重要でございますので、今回の規制基準

はまず第一弾という形で整備いたしますけども、さきに申し述べましたように安全に

は終わりはございませんので、新たな知見が出てくれば、その基準については引き続

き評価、検討し、さらなる強化も継続して行っていくと、こういう継続、改善の姿勢

で今後とも取り組んでいきたいと考えているところです。説明は以上でございます。 

○広域連合長（井戸敏三）  山本審議官、ありがとうございました。 

 新しい基準について概略を伺ったわけでありますが、御質問なり御意見がございま

したらお願いします。 

○副広域連合長（仁坂吉伸）  御苦労さまです。 

 活断層かどうかということについての評価基準を12,3万年から40万年に変えた。安

全には安全を期してと、こういうことだと思うんですけど、私の理解によれば、活断
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層があるかどうかというのは、ちょっと間違っているかもしれないですが立地審査基

準に書いてあったような気がするんですけど、基本的な考え方は、どうせ原発って言

ったって絶対安全ってあり得ないから、リスクをこのぐらいのところにコントロール

するんだと、で、リスクの横並びみたいなやつを考えていて、それで大都市の周辺は

あかんのですと、幾ら安全でもあかんのですと、何となれば事故はこのぐらいの確立

で起こるということを前提にして、いろいろ設計しているんですからということだっ

たんじゃないかと思うんですよね。そうするとやっぱり活断層の認定のやり方みたい

なやつは、それは間違いとかなんとか言ってどんどん直せばいいと思うんですけど、

活断層かどうかっていうことについての前に12,3万年と決めていたやつも、一定のリ

スクを横並びでずっとそろえるやつの一環だったんじゃないかなあと思うんですよね。

もしそれが40万年のほうが正しいんだとすれば、それこそ人が住んでいるところの近

くへつくるとなってもっと、というようなことにもなりかねないような、そういうこ

とを何かやっているような気がするなあと思うんですよ。で、違えば違うと言ってい

ただいたらいいと思うんですが、基本的なところっていうのはやっぱりリスクをどう

コントロールするかっていうことでできているんで、リスクっていうのはゼロになら

ないっていう前提でいろいろできていて、ほかのところはみんなそれがよく読めるん

ですけど、あそこだけ何か知らんけどちょっと違うことをやっているんじゃないかと

いう感じがするんですけど、いかがでしょうか。 

○山本審議官  まず活断層のお尋ねですが、ちょっと先ほどの18ページをお開きい

ただきますと、まず活断層の定義自体、18ページのところの右上に書いていますよう

に後期更新世という１つの地質学上の分類になるわけですが、その年代が12から13万

年程度ということになっていまして、したがってこの12から13万年以降に活動がある

ものが活断層、それ以前に活動がないものは活断層ではないというのが１つの評価基

準でして、この12から13万年が１つの基準になっております。今回は、これ自身は特

に変えているものではなくて、左側の図にありますように12から13万年前の地層があ
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って、確かにこの12から13万年以降は動いてないということがわかれば、それは活断

層ではないという評価をします。ただ実際の現場っていいますか地質を調べたときに、

この右の図にありますように12から13万年前の地層がないようなケースがあります。

そうしますと当然それが古いものとなりますから、その年代が13から40万年の間のも

のが、もし地層があればその地層で評価をしますということですから、一律40万年前

にさかのぼるのではありません。原則は12から13万年、その地層がない場合は40万年

前までさかのぼるということです。 

 それで、この基本的な考え方は、この40万年前というのは地質学的には12から13が

後期、40万年前が中期というような更新世と呼ばれるものですが、地質学的には日本

のこの地形というのが更新世以降形成されて、特に地震のもとになる地盤に架かりま

すいろんな力の具合というのが、40万年以降はほとんど変わってないというのが何か

地質学的には一般的な通説になっているようですので、基本は40万年でいいのかもし

れませんが、まずは活断層であるかどうか、原子力発電所の成形上考慮すべき活断層

であるかどうかというのは12から13万年でまず切るというのが考えです。 

 それから、御指摘のリスクという観点は当然大変大事な視点です。12から13万年、

要は10万年前程度、40よりも10の５乗のオーダーになるわけでありますけども、それ

ぐらいの頻度のものは必ず防御しなくちゃいけないというのは基本的な考え方であり

ます。 

 それで今の私ども原子力規制委員会では、安全目標、これはちょっと言葉がいいの

かわかりませんが、逆に言えばリスクをどこまで低減するかという目標の設定の議論

をしました。それでそのときの最終的な結論は、世界的にも見ますと10のマイナス６

乗、つまり100万年に１回程度原子炉が損傷して放射性物質が出てしまうと。ただし、

その出てしまう程度は、この前の福島の事故を踏まえますと、福島の事故ではおおよ

そ70万から100万テラベクレルの放射性物質が出ましたけれども、それですと大変住

民に大きな御負担なり御迷惑なりいまだに帰還できないと、こういうことになってま
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いりますから、先ほど私冒頭で環境の保全というのを申しましたけれども、その10の

マイナス６乗ぐらいの頻度で仮に放射性物質が放出するような事態があったとしても、

フィルタ・ベントなどの対策を入れまして、その１万分の１の100テラベクレルに抑

えようと、こういう安全目標にしています。したがって、この日本の原子力発電所の

安全目標は10のマイナス６乗、要は100万年に１回程度炉心損傷をしたとしても100テ

ラベクレルの放出に抑えたと、これが大きな目標です。この目標に達成できるように、

この規制基準の体系を今用意しているところです。で、10のマイナス６乗というのは、

諸外国も同じようなレベルにはなっていますが、先ほどから御指摘があります日本は

非常に自然環境の厳しい地震、津波が厳しいところでございますので、そういう厳し

い自然環境を持つ国においても諸外国と同じようなマイナス６乗のほうを達成するた

めには、対策を相当強化しないとそれは達成できません。ですからそういう意味では、

私どもの田中委員長がよく世界でもトップレベルの基準というふうに申しております

のは、そういう厳しい環境における日本のような地形の状況においても十分な安全を

確保するということで、厳しい安全規制体系といいますか基準を御用意させていると

いうものです。 

○副広域連合長（仁坂吉伸）  非常によくわかりました。原理原則的なことについ

てはよくわかったんですが、新聞なんかで情報を得ているだけなんですけど、そうす

ると例えば敦賀や大飯とか、いろんなところで活断層があるとかないとかいう話は、

さっきの新聞等々の情報だと40万年にしたからまたあるかもしれないっていうことに

なったっていうようなことを僕らに理解させるような記事がいっぱいあるような気が

するんですけど、それはどうも間違いのようであるというふうに思いましたね。そう

すると逆に、何で１回安全審査をしたやつが、12,3万年でやったはずなのに、何でも

う一回やって、今度はあかんようになんのかなあと。やり方を間違ったかとか、それ

はどういうことなんですか。 

○山本審議官  最近ちょっと話題になっておりました敦賀の２号機の破砕帯の件で
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ございます。もちろんこれは、敦賀の２号機はもう既に三十数年、ちょっと正確には

あれですが30年ぐらい前に設置の許可をして運転をしているものですが、当時と今と

の違いは、やはりその断層をきちっとどこまで評価ができていたかということです。

敦賀の２号は運転開始後大分たっておりますけども、私ども規制庁の前の保安院の時

代から敷地の南北に、今現在浦底断層と呼んでおりますけども、そういうのがあるん

ではないかということで調査を命じ、実施をさせて、そして2000年ごろだと思います

けども、やはり南北にまず大きな浦底断層があるってことが調査の結果わかってきた

ということであります。これは要は当時の許可をしたときの知見ではわからなかった

ことが後ほどのいろんな調査を踏まえた新しい知見でもって断層であるっていうこと

がわかってきたということです。それから今回の破砕帯の問題は、その南北に走って

いる大きな断層から枝分かれするような形で破砕帯って呼ばれる、断層かどうか定義

できないとまず破砕帯と呼んでおりますけど、そこのＤ－１断層っていうものが敦賀

の２号の建屋の直下に走っているものです。これが活動性があるかどうかということ

で議論になったわけです。これについてきちっと評価をしなきゃいけませんので、基

本的な判断基準は先ほど12から13万年前であるかどうかってことが１つの判断基準、

これが書いています。それで事業者が調査したものをいろいろ私ども現地で調査をし

まして、その浦底断層というところが分岐しているところに、要するにＫ－１断層と

かがありまして、これが先ほど言いました12から13万年以前に動いているっていうと

ころが私どもの評価でわかりました。そのＤ－１断層との連続性があるかということ

を見まして、Ｋ－１断層の延長方向あるいは傾きから見てＤ－１断層との連続性が否

定できないということで、12から13万年以降活動の可能性がある活断層であることが

否定できない。特にこの断層の評価につきましては、断層であることの証明というこ

とよりも断層でないことの証明を実は求めているものです。これは大変厳しいやり方

であるかと思いますけども、否定できない場合は安全側として活断層だっていう評価

をしてまいりますので、今回敦賀の２号機の建屋の下のところについては活断層であ
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るという評価をまとめて、昨日の定例の委員会で、その報告書を了承してそれに基づ

いた対応をしていくということが決まったわけでございます。 

○委員（嘉田由紀子）  原子力規制委員会が昨年発足してから今まで透明性、中立

性、公平性というところで厳格な基準をつくり進めていただいておりますこと、大変

期待をさせていただいております。３点、質問プラスコメントをさせていただきたい

と思います。 

 まず２ページ目の法目的の追加のところに「環境の保全」という項目が入った、こ

れは私どもも大変評価をしているのですが、この中に例えば重要な水源であるとか、

そのあたりも意味しているかどうか、つまり環境というのはどの範囲なのかというこ

とを少し確認させていただきたい、これは質問です。 

 それから２点目は、４月10日に基準（案）を出されて、そして５月10日までパブリ

ックコメントということだったのですが、私どもはその時に滋賀県の場合には敦賀原

発から13キロと立地自治体のような近接性がございますので、規制委員会に自治体に

意見照会があるのかと伺いましたところ、そういう仕組みがないので、一般のパブコ

メと一緒に出してくださいということでした。これは少し法的なり仕組みに不備があ

るのではないのでしょうか。京都もそうですし、鳥取もそうですが、一般市民と同じ

立場ではなく、大変近い自治体ですから、ここはきちんと意見照会をするということ

を今後規制委員会の中で何らかの仕組みをつくっていただきたいと思います。 

 それから３点目ですが、今回の敦賀原発の活断層の件については、私は事業者さん

がそもそも研究者に個別に抗議文を送るとか、あるいは事業者さんがみずから海外の

研究者を集めて、それを第三者委員会と称して敦賀の下は活断層ではないと証明しよ

うという。そもそも事業者は審査される立場の方であるのに大変なことをやっている

なと、社会的に不思議な存在ですね。事業者のなりふり構わぬ圧力に、ここは屈する

ことなく規制委員会として法にのっとって、国民の信頼関係を維持していただけたら

と思います。 
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 昨日、滋賀県知事として、敦賀原発の下の破砕帯評価に対するコメントを出させて

いただきました。ポイントとしては、今回の有識者会合を重く受けとめ、より安全側

に立って迅速かつ厳格に必要な対応をとっていただきたい、あわせて電力事業者の経

営問題や立地地域経済への影響など想定される社会的な課題に対応していくための

（仮称）廃炉法のような法的仕組みを、国は早急に構築することが必要ではないかと

いう意見を出させていただきました。さまざまなことが社会的に、特に事業者などか

らあると思うのですが、私どもは規制庁の透明性、中立性、公平性というところで頑

張っていただきたいとエールを送らせていただきたいと思います。 

○山本審議官  いろいろありがとうございます。 

 まず第１点目の環境の保全ということでございます。これは先ほど私どもの説明の

中で申し上げましたように、単に人や財産のみならず、やはり環境を汚染することが

ないようにということがこの法律の目的として書かれたものだと考えております。そ

れで個別の、確かに琵琶湖というのは重要な水源です。滋賀県のみならず京阪神の皆

様の飲み水になっているものですから、これが汚染されてはいけないというのは全く

御指摘のとおりだと思っております。それで具体的な、先ほど安全目標のことをちょ

っと申し上げましたけれども、できるだけそういう放射性物質の放出のリスクを下げ

るというのは基本ですが、ただそれでも、それが全くゼロになるわけではありません

ので、先ほど安全目標の考え方として10のマイナス６乗、要は100万年に１回ぐらい

放出してしまうようなことが起きるかもしれませんけども、ただそのレベルは福島の

事故の１万分の１の100テラベクレルと。100テラベクレルっていうのは、これはいろ

いろ計算をしなくちゃいけませんけれども、大体発電所の敷地境界並びにちょっとそ

れを越える程度と、そんな大きく福島のような大きな範囲内で汚染が広がるというレ

ベルではないと考えています。もちろんこれはいろんな条件がありますから一律では

申し上げることは難しいと思います。御指摘のような重要な水源を汚しちゃいけない

というのは基本的にはまさにそのとおりだと思っておりますので、実際にはこれは先
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ほどの安全目標はあくまで目標ですから、個別の発電所ごとにそういう環境への影響

をどの程度まで評価し、押さえているかっていったら、これはもちろん個別の対策な

りその結果を私ども規制委員会、規制庁がしっかり審査するという中で対策が定まっ

てくるわけでございますので、そういう御指摘を十分踏まえて対応していきたいと思

っております。 

 それから２つ目のパブリックコメントの取り扱いです。自治体さん踏まえの個別の

意見照会という仕組みはないことは、これは行政手続法に基づくパブリックコメント

でございましたので、そういう発案する側と広く国民の一般、これは自治体さんも含

めてあらゆる国民各層の皆様から御意見を聞くという趣旨でのパブリックコメントと

いう形になっています。したがって、個別に御照会させていただくからどうかという

のはちょっとよく検討してする必要があるかと思いますけども、もちろん必ずしもそ

ういう制度でなくとも、こういうさまざまな機会も含めて御意見を頂戴できれば、私

どももよくしんしゃくしていきたいと思っていますので、制度ができるまでは多少時

間がかかるかもしれませんし、本当にできるとかはわかりませんので、むしろ重要な

ことは各自治体の皆様の間のコミュニケーションをしっかりよくやっていくというこ

とだと思っていますので、まず実質的な面からの対応も進めさせていただきたいと思

っております。 

 それから敦賀の日本原電の対応です。私どもの評価委員会の個別の先生方に抗議文

が提出されたということがありまして、これは私どもとしても一昨日の記者会見の場

で、規制庁としてもやはりこういうことの対応を事業者が行うことは問題であるとい

うことを申しておりまして、仮に今後個別でそんなようなことがあったら、それは受

け取らない、拒否をするというようなことで毅然とした対応をしていきたいと思って

おります。もちろん事業者がいろんな調査をするのは御自由ですけども、あくまで規

制側の判断は、昨日行いましたようにきちっと評価会合を科学的な根拠を踏まえた上

で評価を取りまとめて、それに基づいて粛々と対応すると、毅然とした対応をしてい
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くということで事業者からの影響に及ぼされることがないように、しっかりとして対

応していきたいと考えています。 

 それから個別のコメントをいただいた点についてはまた考えてまいりますが、特に

立地地域自治体への廃炉の仕組みというのは、恐らくこれを事業を所管しております

資源エネルギー庁初め経産省のほうだと思いますけども、そちらのほうが対応すべき

問題かもしれませんので、いただいたコメントは関係の省庁にもちょっと御連絡して

検討をお願いしたいと考えています。 

○委員（山田啓二）  私ども京都府で高浜から一番近いところはともう５キロ圏内

にありますので、今嘉田知事がおっしゃったように、影響を受ける地方公共団体の意

見は、できる限り規制基準も含めてしっかりと聴取していただきたい。その中でちょ

っと１点だけお尋ねしたいのですが、この規制基準について、この前、関西電力から

も大飯原発について適合しているというような形で今出しているというお話がありま

した。その中で、福島の例と比べてみて、私どもは専門家ではありませんから科学技

術的な詳しいことはわかりませんが余りにも違っている点があるので、その点だけ考

え方を教えていただきたいと思います。 

 福島の原子力発電所のようなことを起こさないというのは、一番大切だと思うので

すが、同時に福島原子力発電所が事故をこうやって抑え込んでいったという重要な要

素というのは、やはりこれも大切だと思っているのですね。その中で緊急時対策室の

話ですが、ここはこの前聞いていて随分考え方が違うと思っておりまして、福島の場

合には免震重要棟は全部で3,700平米、ここに緊急時対策所だけで550平米あり、周り

には仮眠所とかもあって、総合的にここに400名ぐらいの東電の方が入って事故を抑

えることができた。それに対してこの前の関西電力のお話ですと、３、４号機の緊急

時対策所は約100平米、１号機の地下は280平米、これで大丈夫だというお話になって

いるのですが、余りにも数字と申しますか、実際に開きがある。福島の場合には、免

震重要棟には通信施設から非常時の発電設備から、仮眠所、除染所、これが全部入っ
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ていてそれが機能することによって緊急対策の回避所として機能していたようですが、

この考え方としては、私はやはり福島の例を見て実際のシビアアクシデントに対応す

るということを考えていくべきだと思っているのですが、この点はいかがでしょうか。 

○山本審議官  まず大飯の原子力発電所は御案内のとおり、今現在稼働中です。そ

れで７月に新しい規制基準が当然今度は適用になってまいりますので、そのために現

状調査と称しまして新しい基準、まだもちろん制定はされておりませんけれども、そ

の適合性の確認のための評価っていいますかヒアリングを今現在事業者さんでやって

おります。このプロセスももちろんオープンな場でやっていますので、その会議の内

容はそれで見ていただけたらと思います。 

 それで今御指摘にあった免震重要棟です。この免震重要棟の大きな役割は、１つは

緊急事態があった場合の全体で活動の指揮命令系、あるいはそれらを決断する各班が

集合して所長以下のところで集合して、もちろんこれは外部の本店などとの連絡をと

りながらでありますけども、そういう指揮命令を状況を把握して判断し活動を行うと

いう拠点であるということと、それからもう一つ御指摘にありました、やはりそうい

う活動される方には、やっぱり数百人規模になりますから、そういう数百人の人たち

がきちっと寝泊まり、活動が継続できるよう兵たんといいますかロジスティックとい

うのかわかりませんが、そういうバックアップの機能ですね、そういったものがあわ

せて必要であるというのは御指摘のとおりだと思っております。それで、福島の場合

は免震重要棟という１つの大きな建物で全て、１階、２階とありますけども１つの建

物で全部それを担うような機能という形でやっておりました。大飯の場合は、御指摘

のように非常に狭い、会議室のような延長ですから、そういうバックアップの機能ま

ではなかなか、どこまでできるのかっていうのはまだちょっとよくわかっておりませ

ん。それで、私どもが先ほど申しましたように、大飯については今その現状確認のた

めの調査をやっていましたので、免震重要棟がまだ完成していませんから、今御指摘

のような、会議室などの活用によってそういう機能が十分果たせるのかどうかといっ
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たことを、これから実は確認をしてまいります。まだそこの議論まではちょっと至っ

ておりませんけれども、免震重要棟の役割あるいはその機能について、今大飯につい

てはどうなのかといったことはしっかり議論してまいります。その上で十分かどうか

ということの判断をしてまいりたいと思っております。これは先ほど言いましたよう

にオープンな形でやってまいりますので、その上での判断っていうことにされている

かと思っております。 

○委員（山田啓二）  実際、原子力防災の計画上はそのときの要員が92名なわけで

す。しかし福島の第一原発では400名が常時頑張っていた。それによってはじめて抑

え込むことができたようです。そうした点では、実際にこの原発事故の教訓を踏まえ

た形のシビアアクシデント対策が講じられるように審査されるよう望みます。 

○委員（松井一郎）  原発の絶対安全神話が崩れた中、規制庁で今回現在での最高

安全基準というものが今できつつある中で、今の免震棟の話もそうなんですけど、フ

ィルターつきベン+トの話もちょっと時間的な猶予があるというのは、基準というの

はその時点でマルかバツか安全基準なのかどうかっていうのが国民の皆さんはそれが

できていて最高安全基準と。だからできるまでは最高安全基準に見合っていないとい

う判断になると思うんですけど、これは時間的な猶予は与えるんですか。与えるとす

れば、与える間は最高基準じゃないという判断になるんでしょうか。 

○山本審議官  今の御指摘は20ページをお開きいただいたらと思います。左から３

つ目の真ん中のあたり、地震とか津波とか、それから従来の設計基準、それから今回

シビアアクシデント対策、これらの全ての項目が７月に全部施行するっていうことは

申し上げました。今の御指摘は、さらにその５年後にバックアップ対策として特定安

全施設たるもの、これは先ほどの14ページに書いております施設ですが、これは５年

後に用意をしなさいと、こういうような２段階の形になっている。この点で２段階に

なっているってことは、その２段目までが終わらないと最高水準じゃないのではない

かと、こういう御指摘じゃないかと思っております。 
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 それで私どもの考え方は、まずこの真ん中にあります全ての項目に網羅された対策

ですね、まずこれは施行段階で必ず必要なものとして用意はしてございますけども、

まずはこれで必要な安全は確保されるというふうに考えてございます。その上でそれ

の信頼性をさらに上げていくバックアップ対策として次のものを５年後も用意をして

いるということであります。ですから５年後のものがないとだめだっていうことでは

なくて、まず真ん中の７月のところで全ての項目に対する対策が用意されるというふ

うに考えるものです。今この考え方は、基本的には安全には、何度も申しますが終わ

りはなくて常に改善をしていかないといけないということです。ですから、まずその

必要となる今回の福島の事故を踏まえた対策は全て７月にまず実施をしてもらうと。

その上でさらなる信頼性をやっていく当面の対策として５年後にはまずこれをやって

くださいっていうことで用意をしております。もしかしたら新しい知見が出てきます

と、また次の強化ということで順番に上げていくということを考えております。した

がって私どもの基準は、今回これで制定したらこれで終わりでは決してありませんで、

新しい知見が出てくれば、また新たに基準を強化なり整備をしていくという取り組み

をやっておりますので、終わりなき取り組みと御理解いただければと思います。 

○委員（松井一郎）  ちょっとわからないのは、現在の知見の中での最高水準の安

全っていうのは、今わかっている中でも５年後までの、このページで行くと右端まで

のことは、現在の最高水準ですよっていう考えなんでしょうか、規制庁は。でも今の

時点ではこの真ん中の枠組みまでしかできないので、絶対安全とまではいかないけれ

どもここまでなら大丈夫という判断なんですね、これで考えると。それはだから絶対

安全じゃないということは、規制庁から完璧は５年後ということをはっきり言っても

らわないと国民の皆さんは勘違いするんじゃないでしょうか。 

○山本審議官  絶対安全は、これは大変申しわけないですが常に永遠の課題という

ことで、それを達成するためにも取り組んでいくっていうことで、絶対安全はこの段

階でできるというふうには私は決して申しません。この基準は今までの知見を踏まえ
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て取り入れるものは全て用意はいたしましたが、これで絶対安全、つまりリスクがゼ

ロになるとは決して申しません。先ほど言いましたように10のマイナス６乗程度のレ

ベルには抑え込むことはできているかもしれませんけども、ゼロにはならないという

のが基本的な考え方です。 

 ですから、まず必要な対策は全部やってもらうっていうのは基本です。それでこの

２段階にやっていくっていうのは、特に後者の特定安全施設は、先ほど言った航空機

テロというものを考えているものでございます。この頻度をどう考えるかといったら

非常に難しい問題、飛行機テロって別にこんな頻度はありません。あした起きるかも

しれませんし、どっちかといったら政治的な問題とかいろんな社会的な環境でテロっ

ていうのは起きるものでありますから、そういったものを踏まえながらということだ

というふうに考えております。 

 それで右側にありますのは福島の事故、自然災害、外部火災、そういう日本の地形

上、自然環境上の脅威になるものに対しては全て対応策として用意をし、それをきち

っと守ってもらうと、こういう考え方です。 

○委員（松井一郎）  そういうシビアアクシデントのときの、先ほどから何度も話

が出ていましたけどもフィルターつきベントの装置っていうのはどうなんですか。こ

れも５年後でオーケーなんでしょうか。 

○山本審議官  フィルタ・ベントはまず２つありまして、いわゆる沸騰水型の原子

炉につきましては格納容器の容積が小そうございますので、この格納容器から熱を逃

がすためにはこのベントが必ず必要になりますから、沸騰水型、ＢＷＲと呼んでおり

ますが、これについてはもう７月から即時適用、つまりこれがないと稼働できません。

それに対して格納容器が比較的大きいＰＷＲ、加圧型のものです。これについてはフ

ィルタ・ベントがなくとも格納容器で全体の熱量っていうか容積が大きいものですの

で、先ほどよりのいろんな対策を講じることによってベントがなくとも冷却なり加圧

の対策が可能であります。それで問題なのは、この特定安全施設はそういう格納容器
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とかいろんな装置が航空機が墜落することによって失われてしまうことが想定されま

すので、そういう航空機テロ対策として、この特定安全施設を主として用意を考えて

います。これはＢＷＲとＰＷＲは共通ですから、ＰＷＲは即時にフィルタ・ベントは

要りませんけども特定安全施設、つまり航空機のテロ対策の格納容器の防護対策とし

ては用意をしてくださいということで考えているものであります。したがってＢＷＲ

になりますと、逆に言いますと２つつけることになります。即時に必要なものと特定

安全施設として少し距離を置いて用意するものと、このフィルタ・ベントが２つ、Ｂ

ＷＲには必要になってまいります。 

○委員（飯泉嘉門）  ２点お聞きしたいんですが、大飯に対して我々関西広域連合

として意見表明をするそのときの当時の細野大臣から、我々も求めた２点ですが、１

つは世界最高峰の基準をつくるんだということのお話がありまして、今その具体的な

中身についてお話がありました。そこでシビアアクシデント対策ということでヨーロ

ッパ、アメリカそれぞれの方式をあわせる、どちらかだけというんではなくて日本方

式だと、これはひとつあると思います。それからもう１点として活断層の判断の仕方

として、あくまでも活断層がないということを立証しなければあると認めると、こう

した点もあると思いますが、この２点以外もし何か規制庁の皆さんとしてこれがそう

なんだと、もちろん進化するといった点はこれにあると思うんですが、これが１点で

す。 

 それからもう１点は、そのときに細野大臣がバックフィットしますと。我々もぜひ

それは求めたところではあるわけなんですが、嘉田委員から、規制庁に対して事業者

のほうが逆に意見を出してきたという、それに対して規制庁のほうでも、これからは

そうしたものはもう受け取らないんだと、立場がおかしいではないかというお話があ

ったわけなんですが、一般的にこれはもう法律で定めることになりますので、日本の

法律上はやはり不利益の遡及適用は原則はないというところがあるわけでして、我々

としてもし仮にこれが訴訟に持ち込まれた場合に、今回この規制庁が定められたもの
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についてはきっちりと守ることができるのかどうか、このあたりについての考え方を

お聞きしたいと思います。以上２点です。 

○山本審議官  まず１点目のところですけれども、もしもう１個大きな追加といえ

ば、やっぱり津波対策があると思っております。従来は地震の随伴事象として津波対

策をやや励行をするような形でしか評価はしておりませんでしたけれども、揺れが最

大となる地震と津波が最大となる地震は異なります。したがって基準津波っていうの

は非常に大事な概念でして、その地域を襲うであろう最大の津波、これは遠方も含め

て用意をして、そのための対策、これも単に防潮堤をつくるだけでなく建屋のほうの

防護をいたし、こういう多重防護の考え方をとっておりますけども、そういう基準津

波っていう概念を入れて対策を講じているのももう一つ大きな特徴だと考えておりま

す。 

 それから活断層のところです。これは御指摘のとおりです。 

 それからバックフィットの点です。御指摘のとおり、この不利益処分を過去にさか

のぼってやるっていうのは、これは特に刑法なんかは憲法で禁じられておりますので

本来は適用にならないものなんですけども、今回この原子力の安全っていうことを考

えて、原子炉等規制法の中に、要は法律の中にバックフィットをやるっていうことを

あえて書いております。すなわち法律でそれを担保する。逆に言うと、そういう一般

的なものは本来禁止されているものをあえてやることでありますから、国会の御審議

を踏まえて法律上それが可能とする条文が設けられているということです。 

 それで訴訟になったらどうかということですけれども、もちろん我々はこういう法

律に基づいて実施をいたしますので、それの是非が場合によってはもちろん訴訟でと

られることになるかもしれない、憲法の問題もあるかもしれませんけど、しかし原子

力の安全ということを考えたときに、こういう地震、津波のいろいろなこれまでの福

島の経験を踏まえますと、やはり最新の知見で安全性を常に最高のものに高めていく

という取り組みは大変重要ですので、最後はどうなるかわかりませんけど、私どもと
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してはそういう姿勢で臨んでいきたいというふうに考えているものです。 

○広域連合長（井戸敏三）  最後に私からの質問です。非常にプリミティブな質問

で恐縮なんですが、福島原発事故に対応するいろんな事象を多層的に対策を講じよう

とされているのは当然だと思うんですが、福島原発の事故の一番の原因は規制庁は何

だというふうにごらんになっているんでしょう。 

○山本審議官  事故の要因は、先ほどの資料の３ページにありましたように、地震

により外部電源が、要すれば地震、津波によって全ての電源を失う、この電源を失う

っていうことは２つ意味がありまして、原子力のコントロールができなくなってしま

うこと、それからもう一つは原子炉を冷却する機能がなくなってしまったこと、この

２つの機能が失われたことによって炉心損傷に至ったというふうに考えています。 

 それでお問い合わせは多分国会事故調などで、例えば地震によって重要な安全設備

が壊れたんじゃないかという、いろいろ御指摘もあります。国会事故調、政府事故調

でも若干見解がそれぞれ異なるところが残っています。それで、そういうことを踏ま

えまして、私ども規制委員会、規制庁としましては、そういう残された課題が幾つか

ございます。それで、この福島第一の事故の事故分析という観点から、個別にそれを

また調査を私どもとして実施して、その見解が異なるところ、あるいはまだ不明とさ

れているようなところ、これが実際どうであったかと、これをしっかり調べていきた

いと思っています。例えば復水器が壊れたんではないかということに対して、やはり

これは現場に入るのはなかなか難しいんですけども、現場調査など、あるいはほかの

調査などを踏まえまして、御指摘があった点が実際技術的にどうだったのかと、これ

を明らかにしていきたいと思っております。もちろん中に入って、あるいは解体しな

がらとなると、少し時間のかかるケースも当然ございますので、場合によっては数年

単位ってことになるかもしれませんけども、これは規制庁の大きな宿題として対応し

ていきたいというふうに考えています。 

○広域連合長（井戸敏三）  電源喪失が原因だとおっしゃっておられると理解して
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いいのでしょうか。 

○山本審議官  そうです。 

○広域連合長（井戸敏三）  それでは山本審議官から大変詳しいお話を伺いました。

残された宿題や課題もありますけれども、大変規制庁の考え方やスタンスがよく説明

をしていただいたと思います。本当に今回いい機会をつくっていただきましてありが

とうございました。 

 原子力対策についての申し入れを早速ですが、連合として幾つか整理してりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○山本審議官  持ち帰りまして。 

○広域連合長（井戸敏三）  はい。宿題を持って帰っていただくようで恐縮ですけ

ど、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして道州制についてざっくばらんな議論をさせていただこう

ということで、道州制のあり方研究会の先生方においでいただきました。 

 私からまず御紹介をさせていただきたいと思います。 

 同志社大学大学院教授の新川座長です。 

○同志社大学大学院教授（新川達郎）  新川でございます。よろしくお願いします。 

○広域連合長（井戸敏三）  関西学院大学教授の山下副座長です。 

○関西学院大学教授（山下 淳）  山下です。よろしくお願いいたします。 

○広域連合長（井戸敏三）  滋賀大学の理事・副学長の北村委員です。 

○滋賀大学理事・副学長（北村裕明）  北村でございます。よろしくお願いします。 

○広域連合長（井戸敏三）  大阪学院大学教授の村上委員でございます。 

○大阪学院大学教授（村上 睦）  よろしくお願いします。 

○広域連合長（井戸敏三）  ４先生には大変お忙しい中わざわざ当委員会までお出

ましいただきましてありがとうございます。 

 早速ですが、御議論に入らせていただきたいと思います。 
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 最初に新川先生から一言検討状況の御報告賜りましたら幸いです。 

○同志社大学大学院教授（新川達郎）  それでは、僭越ですけれども私のほうから

この道州制のあり方研究会、これまでどういう議論をしてきたのかということについ

て少しお話をさせていただきたいと思います。 

 研究会のミッションにつきましてはもう既に御承知かと思いますが、関西広域連合

として、今取り沙汰されております道州制について必要な情報を整理し今後の議論の

参考に供する、こういう基本的な目的のもとに大きく二つの課題をいただいています。

一つはやはり道州制の中身、これを具体的な権限とか事務、そういうところから検討

して、そのあるべき姿というのを明らかにしていこうということ。もう一つは、道州

制基本法案というのが今取り沙汰をされています。この法案について、やはり道州制

の制度論ということで議論をしておかないと関西広域連合としての議論も少しタイミ

ングを失うのではないかということで、この道州制制度論についても検討をしておく

という、この二つのミッションがございます。 

 これまで研究会は３回重ねてまいりました。一つが関西広域の具体的な仕事の観点

から議論してきたところがございます。その中では淀川流域の管理という広域的な観

点での検討、それから広域的なインフラの整備あるいは交通体系の整備という観点か

らどうだろうか、また森林という県境を越えて管理をしたほうがよさそうなものにつ

いての検討もあわせてさせていただきました。加えて、関西広域の議論の中で、あわ

せて重要と思われます経済の問題、基幹産業の問題からあるいは中小零細企業問題ま

で含めて、こうした経済振興策というのを広域的にやっていく値打ちはないだろうか

というようなことを議論してまいりました。 

 その中で広域的な計画やその調整の必要性、また事業実施体制をどう確立していけ

ばいいのか、またそれぞれの地方公共団体の事業調整の必要性等々についてもあわせ

て議論をしてきたところです。 

 もう一つ大きな議論でございました道州制の基本法案に関連しましては、まずはこ
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の法案そのもののいろんな問題点を議論させていただきました。残念ながら今回の法

案の中には、一つは何のための道州制なのかということがクリアでない、二つ目に、

そこで考えられている道州とはどういう姿なのか、どんな政府なのかというのもよく

わからない、三つ目にそれができたときに国あるいは基礎自治体とされております市

町村ですが、これがどういう役割を果たすのかというのもどうも曖昧である、４点目

として、全てを国民会議に丸投げをしている法案なのでこのあたりは問題点として議

論しないといけないということで議論を重ねてまいりました。 

 それを踏まえて中央大学の佐々木先生、それから徳島大学大学院の石田先生から、

この道州制の論点についてそれぞれ違った観点からお話をいただきました。中央大学

の佐々木先生からは、大都市を一つ焦点に据えて、言ってみればこれからの日本の成

長の機関車としての大都市地域というのを特別に道州として大都市州のような仕組み

ですが、東京、大阪を特別な地域として切り分けた上での道州制、これを通じて日本

の財政問題を含め国家的な課題を解決していく、そんな視点が示されました。もう一

方では、徳島大学大学院の石田先生からは小さな市町村が持っている値打ち、それぞ

れの地域が頑張って多様な地域づくりを進めておられる様子、そこからこうした多様

性を守っていくことができるような、そういう地方制度が必要なのではないか、言っ

てみればこうした小さな地域というのを潰してしまうような悪しき道州制は困る、よ

い道州制をとこういう話をいただいたところでありました。 

 これまでの研究会での議論の中で、今申し上げましたような道州制に関わるいろん

な論点から、幾つかの検討すべき事項というのが明らかになってまいりました。一つ

は、やはり道州制の導入あるいは中央政府の大改革の大義といいますか、大きな意義

のようなものをもう一度明らかにしていく必要があるのではないかということであり

ます。二つ目の重要な論点は、その際に道州を仮に設置をするとして、その設置目的

というのを改めて再定義をし、明確にしていく必要があるのではないか。三つ目の論

点としては、やはりその際の道州の政府あるいは統治機構のあり方、そのガバナンス、
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そこでの住民参加や住民自治のあり方、こうしたことを議論していくべきではないか。

四つ目としては、道州の仕事とかその実施方法について何もかも道州がやるような集

権集中型の道州っていうのはあり得ないだろう、じゃ、どういう分権や分散というの

があるのか、あるいは柔軟な仕事の仕方というのがあり得るのか検討しておく必要が

あるだろう。５点目としては、その際にも国それから道州とか何がしかの広域行政、

そして基礎自治体、市町村、あるいはもう少し身近な地域の自治、そういうものの役

割というのをもう一度確認をしていく必要があるだろう。また官民の役割分担も含め

て検討していく必要があるだろうということでした。６点目として意外に重要という

ことで議論がありましたのは、やはりこの道州の議論に地方の側の意見がどう反映を

されていくのかという、ここのところが今のところ道筋が見えませんので、この地方

意見の反映の方法というのを考えておくべきではないかということでした。 

 以上のような検討を通じて、今のところですが道州制のあり方研究会での一定の共

通認識としましては、一つは制度改革は一定程度は必要であろうということですが、

同時にそこでは第一の原則として自治型・地方分権型の改革でないといけないだろう

と考えています。住民の視点あるいは地域の事業者の視点から持続可能な発展を目指

すような、そういう自治型・分権型の制度改革というのが求められるべきだろうとい

うことでした。 

 二つ目のポイントは関西で議論をしておりますので、この関西から発信をするとい

うこと、そして関西の条件、こういうものにあった制度設計ができなければ、この議

論をしても無駄だろうということで、ある意味では一国多制度につながって地方制度

調査会は嫌がるかもしれませんが、ともかくこうした新しいタイプの自治の仕組みと

いうのを提案し、実現をしていく、こういうことが議論としては必要であろうという

ことでございました。 

 それから３点目として、共通認識として私どもは行革ありきということではないだ

ろう、要するに節約のための道州制ではなくて、むしろ地方分権や自治を充実させて
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いく中で、逆に行革というのも同時に達成ができる、分権は行革に結びつく、こうい

う視点が大事ですよねということで議論をしてまいりました。 

 その点とあわせて４点目として、やはり地方税財政制度の抜本改革というのは、こ

れは必要だろうということで共通認識として出てきております。具体的な財政調整制

度を含めての議論というのは今後の課題かと思っております。 

 総じて、今後の検討課題として大きく二つほど、まだ十分に議論できてないところ

がございます。一つは、やはり関西からの制度改革提案としてどういうふうな中身に

していくのか、これについては今後研究会としても議論を進めてまいりたいと思いま

すし、今日のこの機会も、そのためのさまざまな御意見をいただくよい機会かと思っ

ております。 

 課題の二つ目は、関西というのが、この改革を通じて単に住民や事業者のためだけ

ではなくて日本や世界に対していかに貢献ができるかという、こういう発想でないと

この関西の提案というのが、言ってみれば勝手なエゴでしょうということになってし

まいます。そうならないように、この制度構想の意義というのを積極的に打ち出して

いくことが今後の検討課題かなと思っているところであります。 

 最後のほうが若干余計な論点も入ったかと思いますが、総じてこういう議論をこの

３回重ねてまいりました。何とか６月、７月あたりには中間報告をということで、今

取りまとめに向かっているところです。 

○広域連合長（井戸敏三）  新川座長から議論の経過を、非常に簡明に御説明賜り

ましてありがとうございます。 

 順序が前後しましたが、お手元に２－１の資料があると思います。私、５月の10日

に４月に取りまとめました道州制基本法案に対する関西広域連合委員会としての意見

を自民党の道州制推進本部、公明党の政務調査会、それから自民党の政務調査会の塩

崎代理のほうにお目にかかってお話をしてまいりましたので、若干の御報告をいたし

ます。新川先生の問題、御指摘と重複しているところがありますがお許しください。 
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 主なやり取りでありますが、そもそも何のために道州制をするのか、本来の目的を

見失っているのではないかということを申しましたところ、この今村本部長から出て

きたのは、地域経営能力を持った地域主体をきちっとつくり上げていくためには県は

小さいと、道州でなくちゃいけないんだと、こうおっしゃっておられまして、もう反

論するのをやめました。時間がかかりますので。こういう認識で道州制をやられちゃ

困るなあというのが第一義です。 

 それから、公表されている法案は都道府県だけは潰すっていうことがはっきりして

いるんだけれども、それ以外は全部国民会議に委ねられているということを言いまし

たら、道州制をつくるんだから都道府県がなくなってもらわないと困るんだというこ

とが一つと、国民会議でたたき台をつくってもらって、それから本格論議なんだと、

こういうお話でした。 

 それから３番目は、基礎的自治体とあえて言われて、市町村と言わない形になって

いますので、これはさらなる合併等を考えられている、しかしそうすると、例えば兵

庫５区のように但馬、丹波、三田市まで入れた地域、兵庫県の４分の１、2,200平方

キロメートルの大自治体をつくらない限り人口30万人にはならないんですね。そうい

う場合はどうしようと考えているんですかと言いましたところ、強制合併をする気は

ない、だからほかの措置を考えるんだ、こういう話です。 

 それから出先機関も官僚の抵抗でなかなかうまくいかなかったのに、国の機関を抜

本的に壊すような話をやろうとしているわけだから、国の事務をどうするのかから議

論を始めないと生産的な議論になりませんよと、道州に国の事務の何を渡していくか

じゃなくて、国は逆に何をするのかというところに限定した上で、その残りは全部道

州にやるんだよというぐらいの話でないと、この話はうまくいきませんよと言いまし

たら、これも自民党の３次中間報告で国の事務、道州の事務、基礎的自治体の事務っ

て１枚紙があるんです。それに例えば国土形成計画なんていうのは国の事務に書いて

あって、それで道州の事務にも書いてあって、そうするとこれは絶対に国の事務にな
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ってしまいますよ、道州には何をやらせるかっていったら、まさしく下請事務しか出

てきませんよ、こういう整理では全然整理になってないんですっていうことを強く指

摘をさせていただきました。 

 それから官僚がしぶといからなかなか難しいですよと言ったら、よくわかっている

から国民会議でそういう議論もするんだと。これ全然わかってないんじゃないかと思

います。 

 それから関西広域連合を活用すべきですよと、あるいは十分検証すべきですよって

いうことを申し上げたら、関西広域連合の実績から見て先行的な取り組みの場と想定

するのはまだまだ難しいんじゃないんでしょうかねと言われましたので、それは我々

のＰＲ不足もありますから、よく御説明に今後とも上がることにしますと、こんなや

りとりをさせていただきました。 

 公明党政調会長及び塩崎会長代理は基本的には聞き置くということでございました。

以上、御報告させていただきます。 

 以上の二つの御報告を踏まえまして、各委員からの御質疑なり意見交換をさせてい

ただきます。 

○委員（平井伸治）  新川先生初め皆様に本当にすばらしい検討をしていただいて、

大体この場でも議論していることと、問題認識の方向性は一致しているんじゃないか

なあと思いました。参考までに、今日も午前中、山田知事会会長とともに日本維新の

会に知事会としての申し入れをしてまいりました。また、その前には自民党の塩崎政

調会長代理を初め各党に申し入れをしてきたわけであります。皆さん関心があるのは

道州制のことでした。私どもは４月の全国知事会でお互いに議論したことに基づいて、

それぞれの党とやり合ってまいりました。ポイントは、今巷間出回っているような道

州制の法案には不足があると。根本的な国家観として問題があると。特に国のほうは

整理合理化としか書いてなくて、都道府県を廃止すると書いてある。それじゃ市町村

には都道府県の事務を移すとなっておりますけれども、市町村の力量として、例えば
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1,000人の町とか村とか、そうしたところで本当に警察あるいは商工行政だとか、そ

ういう多くの事務を受けることができるのかというところの検証がないままに、市町

村の区域については現行どおりを基本とするみたいなことも若干言及しているんです。

正直基本論がなってないんじゃないかと、その辺をしっかりとわきまえた議論を参議

院選挙でも戦う時にやってもらいたいと、こういうように強く申し入れをさせていた

だいたところであります。ぜひ、そうした基本論を大切にして、広域連合としても調

査研究をしていただきたいと思います。 

○委員（嘉田由紀子）  大変御熱心な研究会の報告ありがとうございます。また、

それぞれお忙しいところ緻密な議論を積み重ねていただきました。先ほどの全体の問

題意識、何のためにどんな大義で道州制が必要で、また結果としてどういう日本にな

るのかというイメージがないというようなところでの問題意識を持っていただいてい

ること、私も共感をするところでございます。 

 そういう中で、少し滋賀県としての取り組みを御紹介させていただきますけれども、

この広域行政あるいは道州制というのは、それこそ昭和の初期ぐらいから出ては消え

出ては消えしておりまして、そういう中で、平成15年に「分権時代のあり方研究」と

いう報告書を出させていただきました。その後、道州制の議論は、一旦消えてしまっ

ていたので、県としては独自にやってこなかったんですけど、今回いよいよこの参議

院なり、あるいは去年の衆議院でもそうですけれども道州制と一言入っていました。

道州制については、ポイントが二つあると思っております。 

 一つは府県民、あるいは市民が何となく改革イメージ、変えなきゃいけない、閉塞

感を打破するための道州制までは言うのですけど、じゃあそれってどういうものだろ

うということがほとんど情報も出てないし、理解もされてないので、県民の理解を深

めるために今県の持っている情報をもとに資料集をつくろうということで、県の職員

が中心になってこの２月からまとめて、いよいよ完成に近づいております。これをも

とにしながら、この後、県民の皆さんにアンケートなり、あるいは団体の意見、ある
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いは市町の意見を聞かせていただき、滋賀県としては７月の全国知事会に向けて一定

の意見をまとめたいと思っております。そのときにも皆さんの中間報告がまとまると

思うんですが、大いに参考にさせていただけたらと思っております。途中経過の報告

です。 

○委員（門川大作）  新川先生初め皆さんありがとうございます。 

 京都市は多くの政令指定都市と一緒になって特別自治市と道州制を目指しているわ

けですが、より市民の皆さん、国民の皆さんにわかりやすく説明し議論を起こす必要

があると、そしてメリット、デメリットを明確にし、デメリットがあればそれはどう

カバーしていくのかということもしっかりと議論を深めなければならないと考えてい

ます。指定都市市長会と京都市で６月30日にシンポジウムを開催しまして、新川先生

に基調講演をいただき、できるだけわかりやすい議論を深める、そんな場にしていき

たいと思っておりますので、またその結果等について御報告させていただきたいと思

っています。新川先生初め皆さんよろしくお願いします。 

○副委員（田村恒一）  先般の申し入れをしていただいた項目の中で言いますと、

３番の「自立した道州と基礎自治体」の５番の「住民自治のあり方」に関係する話で、

堺市の取り組みを若干御紹介させていただきます。 

 住民自治、非常に大事でありますし、基礎自治体ということは大事であります。基

礎自治体というのは先ほど連合長がおっしゃった意味でのその強制合併云々という意

味で言っているのではないんですが、基礎自治体の役割、非常に大事だと思っており

ます。 

 堺市は人口80数万人で、区が７つあるわけですから、単純に言いますと、区という

のは12,3万人という平均するとそういうオーダーになりますが、そこでですね、区長

を市長調整監という役職につけて地元によく入ってもらっています。その上で、予算

編成に当たっては、区局連携予算、区と局とを連携する区局連携予算という制度を今

取り入れ始めまして、いわゆる局というのは本庁に相当いたしますが、本庁でよくわ
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からない点も区のほうがきめ細かくいろいろ詰め、それを本庁である局にきちんと伝

えると、そういったやり取りをするそういう予算の組み方を今実験的にやり始めてお

りまして、多少成果が上がりつつあるんではないかなと思っております。御紹介でし

た。 

○委員（松井一郎）  この道州制の目的、意義っていうのは、今まで分権改革とい

う議論の中で、どの政党も大きな意味でというか、地方分権ということでやっぱり地

域主権という中で中央集権のままでは日本の人口構造体系とかそういうのも変わって

きてですね、しっかりと地方が自立していく、そこには責任も伴う、そして自己決定

できる、こういうのが必要だということの目的、意義があると思うのです。だから、

こういう大きな目的、意義の中で、最終的にはこれはそういう統治機構に変えていく

かどうかっていうのは、国民の皆さんが判断をする。そして、国民の皆さんは判断を

されたと僕はそういう認識に立っているのです。これは選挙というもので国民の皆さ

んが判断をされた。 

 そして、新川先生初め皆さんにお願いしたいのは、その判断の中で、先ほどもあり

ましたけど、警察の業務、治安業務はですね、これは市町村に渡していこうなんてい

うのは誰も言ってないわけで、これは今警察でも管区というのがありますので、そう

いう中でやりとりはできております。その管区の中にまた都道府県警察があると。だ

から、これは管区で全部できるのならその管区の範囲の話になるんです。それと、今

度基礎自治体での自己完結、自己責任、自己決定を求めるならば、先ほど田村副委員

の話もありましたが、幾ら区長をそういう地域に張りつかせて、地域の声を引き上げ

ても、その区長の人事権は市長にありますから、人事権を基礎自治体の皆さんに持っ

てもらうということなんです。これが一番重要。でないと基礎自治体の皆さんは自己

決定、自己責任にはなりません。そういうことを捉まえて、今大阪では、もう府と市

をなくそうじゃないかと。新しい統治機構の、その道州制までいきますと非常に今い

ろいろ意見が沸騰しているわけでできないので、法定協議会もつくって、実際にまず
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スタートの統治機構を変える。今まで全く変わらなかった中央集権からですね、大阪

の小さい範囲ですけども、その範囲でもその統治機構を１回変えてみる、変えること

によって基礎自治体の姿も変わって、自己責任も出てきますし、自己決定ができるシ

ステムをつくると、それの発展型は僕は道州制だと、こう思っていますので、ぜひ先

生の中で、国民のその判断としては統治機構改革にはスタートを切ろうじゃないかと

いう話になっていますので、その中身をぜひ御議論をいただきたいと思っております。 

○委員（矢田立郎） 前自民党政権のときに丹羽先生が分権改革推進委員会の委員長

をされて、４回にわたる勧告を出されていますが、これが一向に日の目を見なかった

というのが一つ、私は国の形を考えていこうとしてあれがあったはずなんですけども、

全くこれが今話題にも上らんという状態の中で、先ほど新川先生がおっしゃいました

この道州の仕事というのはやはり集権、集中はないんだというお話がございましたね。

それと同時に自治型、分権型の制度改革にどうつなげていくのかというお話がありま

したけれども、そういったときに、やはりベースになるものは分権というものを一体

この中でどう位置づけていくのかいうことをきちっと位置づけないと、何か国、ある

いは都道府県、あるいは市町村という形がベースになって議論をしてもですね、物事

の行き着く先がそう見えないというんでは困ると思うんです。だから、そこのところ

をどう位置づけてやっていくのかいうところは、非常に大事ではないかと思っていま

すので、ちょっとまた御意見をお聞かせいただけたらありがたいと思います。 

○副広域連合長（仁坂吉伸）  どうもいろいろ勉強していただきましてありがとう

ございます。私いつも同じことを言っているんで、先生方に直接申し上げておこうと

思って申し上げるだけなんですけれども四つございます。 

 一つは、先ほど自民党の方に井戸連合長が代弁してくださったので、大変感謝をし

ておりますが、私は分権はですね、先に国が決めないとできないと思っています。つ

まり、国が説明責任を果たしながら、これは国として統一を図るべきものだ、だから

地方に渡せないと先に自分で決めろと。それが国の形を規定するものであって、まさ
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に国のあり方なんだと。それ以外はですね、別に国が持ってなくてもいいんだから地

方に移せばいいと。それは全部移せと、100％、つべこべ言わないで移せということ、

これが第１点なんです。 

 第２点は、これの裏返しなんですが、そうすると移し過ぎるとまずいというところ

がありますよね。例えば、よく流行の言葉で、外交と国防以外はみんな移せと。でき

るだけ移せと、こう言うんですが、私はこれに断固反対なんです。あえてむちゃくち

ゃ言っているんですが、考え方として軽薄であると思うんです。というのは、先ほど

の裏返しで考えれば、内政にも国の形として、これは統一でやらないと国が滅んでし

まうというようなものはあると思うんです。あるんならば、それを地方の上書き権で

どうでもいいからやってくださいというわけにはいかんと。特に私が意識しているの

は経済規制ですけど、例えば、ＴＰＰでもＥＰＡでもＦＴＡでもみんなそうですけど、

世界中みんな統合しようとしています。あれは制度を統一しようという動きですよね。

日本は幸い１億2,000万人の統一市場があったから何とかそれをベースにしていろい

ろ利用、活動ができたんですが、それがばらばらになって、ここへ行ったらこうで、

あそこへ行ったらこうでと言われた日にはですね、きっと日本全体から逃げてしまう

か、日本の企業の活力がなくなるというようなこともあると思うので、したがって、

移してはいけないもの、国として統一しなきゃいけないものっていうのは、逆に統一

しとかないといけないということではないかと思います。これは道州制になってもな

らなくても同じだと思います。 

 ３番目は、道州間の財政調整と道州内の財政調整をちゃんと初めからビルトインし

といてもらわないと困る。いつもデータを忘れてくるのでいかんのですけど、和歌山

県で調べたら、和歌山ってちょっと貧しいところだと思いますが、例えばインフラの

整備に誰がどうやっとるかというと、大部分が基礎自治体じゃなくて県がやっている

んです。県が１回中に入って、それで国の全体の資源の配分を受けて、それを市町村

の方々がですね、住民の人に裨益をしとるというところがあって、これが財政調整が
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なくて、基礎自治体に全部移って、県が消滅してしまったら、きっと多数決の世界だ

けのスタイルになってしまうので、道州制の賛成者をふやすためにも、初めから道州

内の財政調整の仕組みですね、基礎自治体にどのぐらいのものがちゃんと行くかとい

うことをやっとかないとだめだと私は思います。 

 ４番目に、政令指定都市とか、中核都市とかあって、都道府県の権限をかなり移し

ている部分があります。全体としてどういう配分にするのか、基礎自治体にどこまで

持っていくのかわからんけども、少なくともそういう部分の持っていっているところ

をもとにして、その上で再配分しないと、一部だけが何かでこぼこの形で、何か変な

制度ができてしまうなと思っとるんで、そこのところはきちんとしたほうがいいです

よねというのが私の意見です。私は賛成でも反対でもないんですけども、少なくとも

道州制は明治の昔からの都道府県の広さを考えれば不可避かなという気もするんです

けども、しかし、ここだけはちゃんときちんとやっといてもらわないと簡単には賛成

できないというのが自分の考え方です。 

○委員（松井一郎）  先生方にこの観点はぜひ入れてもらいたいというのは、先ほ

ど単なる行革であったらいけないというのはよくわかるんです。ただ、やっぱり行政

のサービスと、コスト、財政とのバランスというものは、制度設計の中にはぜひ考え

ていただきたいと思います。 

○委員（山田啓二）  本当に御苦労さまです。私どもも知事会でも議論しており、

その論点と同じだと思うのですが、松井委員が、ああいうふうにおっしゃいましたけ

れども、問題なのはやはり良い道州制と悪い道州制があり得るということだと思いま

す。ここの議論というのはその中で、悪い道州制になってしまっては一番の基本であ

る自治というものが大きく損なわれるおそれがある。団体自治、住民自治の両方の面

から議論しなければならない。ここのところについてしっかりとした基本的な考え方

をまとめていただきたいと思います。 

 先ほど仁坂副連合長もおっしゃいましたように、これは統治機構の根本的な改革に
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なるわけですけれども、国とは何かという議論が抜けてしまいますと、統治機構の根

本的な改革にはならなくなるというのがまず１点あると思いますので、この点は明確

にしていかないといけないのではないかと。これは国民会議でという話にはなってい

るのですが、国民会議になるにしろ、ならないにしろ、我々としてやっぱり明確にし

ていかなくてはいけないと思っています。 

 それから、基礎的地方公共団体のところです。一番大切なところは住民自治だと思

うのです。住民自治というものが地方自治の基本の中にあるのだけれども、団体自治

の話ばっかりになってしまいますと、住民自治のところは消えていってしまう。この

問題に対して基礎的地方公共団体のあり方の根本を考えていかないと、この本当の意

味で、良い道州制、悪い道州制ということの議論ができないのではないか思っており

まして、ここはやはり明確にしていかなくてはいけないのではないか。そこから初め

て、いろんな問題出てくるわけです。例えば、警察の問題があります。かつて市町村

警察が都道府県警察になり、さらにその一部が国家警察に移っていったという具体的

な歴史があるわけですから、そういうものをしっかりやっていかないといけない。今

回の場合、一番問題なのは、都道府県を廃止する、そして大きな事務を基礎的地方公

共団体に移すというところで、実は絶対市町村と言わないわけです。基礎的地方公共

団体は何かは言わない。 

 国の事務を道州制に移すのだが、国の組織のところは、整理、合理化としか言わな

いという話が出てきていて、この問題は大変危険な兆候が出ているのではないかと思

っております。そうした点をしっかり踏まえていただきたい。その上で、さらに良い

道州制とは何かまで本当は踏み込んでいただけるといいと思います。先ほどおっしゃ

いましたように、いろいろな面でこの国の構造の中で、格差が生まれている。この格

差に対して一体どうやって調整機能をやっていくのか。これは道州内も道州間もある。

こういう問題や一極集中に対する問題、こういうところの問題をしっかりと指摘して

いただければ、大きな議論の基礎になるのではないかと思っておりますので、ぜひと
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もこの研究会の議論に期待をしておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○委員（飯泉嘉門）  新川座長を初め皆様に本当に感謝を申し上げたいと思います。 

 私から大きく２点、申し上げておきたいと思います。一つは山田委員からもお話が

ありましたように、これは単なる地方の行革ということではなくて新しい国づくりだ

ということで、そうしてまいりますと、連邦制だというよりも、地域振興立法権、地

方にかかわるものについては、これは地方に任せてほしいと、こういった点について

ぜひ盛り込んでいっていただきたいなというのが大きな１点です。 

 もう１点はよい道州制にしていくためには、今のこの三層制の中で、我々が幾らこ

れまで求めてきてもなかなか改善しなかった点。例えば、今お話の出た富める自治体

とそうでない自治体。もっと言うと東京対それ以外と言ってもいいのかもしれません

が、例えば、この１例として、その一番の原因は法人事業税にあるんですね。この分

割基準、どうしても本社重視ということがあって、東京、今では愛知、大阪も大分入

ってきましたね、神奈川と。こうしたところが富める自治体となりそれ以外が貧乏な

自治体という形になっています。しかし、今国家戦略という中で、企業がどんどんグ

ローバル化をする中で、やはり法人税、法人事業税をあわせた法人課税が一体どのぐ

らいなのかということによって、グローバル企業はどこへ本社を持ってくるのかを決

めているわけです。そこで今アベノミクスという中でも大胆に特区をつくって、大都

市圏、その三つですよね、ここを特区にして事業税、法人税をまけようではないかと、

こういうことになってくるのであれば、法人税は地方がどうあろうと国家戦略で変え

るんだったら、国がそれは持って、そのかわり消費税は全部こちらが、道州、地方の

ほうがいただくとかですね。しかし、それでも、例えば地方消費税を見ても東京と奈

良とでも２倍の格差が出ているところでありますので、どうしても今までできなかっ

た水平調整、ドイツは現に連邦の間で水平調整を行っているわけですので、そうした

点も大胆に踏み込む形で、今まで我々なかなか言っても実現できなかった、もっと言
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うと都道府県の間でも常に利害相反すると、こうした課題を一気に解決できるよい道

州制といったものも一つ提案いただければ夢を持てるんではないかと。 

 また、山田委員からもお話のあった基礎的自治体の点については、これ町村会から

もまた改めて道州制に対しての反対決議、強くなされておりますので、こうした点に

ついてもしっかりとお考えをいただいて、どういった形が一番よい道州制になるのか、

そうした点をやはり地方の立場から打ち出していくべきだと思いますので、その具体

的な１例を申し上げたところでありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○広域連合長（井戸敏三）  最後に私から、連合長としてではなくて、一委員とし

て申し上げたいと思います。 

 大義名分がよくなればなるほど中身をごまかすんじゃないかという疑いが非常に強

くありまして、特に道州制のような砂をかぶせて中身を見えなくしておいて、一気呵

成に国民会議で勝手な制度をつくって制度化を図っていこう、そして都道府県だけつ

ぶそうと、こういう意図が丸々見えていますので、このような道州制をつくらせては

いけないのではないかと思っているのが第一です。それは何かと言いますと、都道府

県の事務を全部基礎的自治体にやると言っているんですよね。ということは何か。市

町村というか、基礎的自治体を全部政令市にしますと言っているということなんです。

その政令市を束ねるような道州をつくりますと、こう言っているんです。じゃあ、覚

悟はあるんだねと私はいつも言っているんです。なぜかと言うと、国と地方の税源配

分からいうと、都道府県の事務は全部基礎的自治体に行くわけですから、今の税源配

分、当然に基礎的自治体に行くんですね。道州は国の事務が移るわけですから、国の

税金が道州に移るんです。そういう議論を指摘した人、誰もいないと思うんですが、

そういうことを言っているんですね。そういうことを言っている覚悟はちゃんとある

んだねと私は言っているんです、常に。 

 自民党の道州制本部で案を出したときに、手に入れた税源配分案というのがあるん

ですが、全く同じですよ。今の地方と国の税源配分と。これどういうことなんだとい
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うことになりますので、彼らのやろうとしていることと、中身は全く常に矛盾してい

るということを指摘して、私は常に反対してきているんです。信用が置けないという

ことなんです。 

 提案をしているのは、どうしてもやりたいとおっしゃるなら、国の事務をまず限定

列挙しなさいと、それ以外は地方だと。つまり逆のことをやろうとしているんですよ。

道州に渡そうとする事務を一つずつ挙げていって渡しますよと。国の事務、残った分

をやりますじゃなくて、作業は逆をしろと。国のやらなければいけないことはこれだ

といって、それについて議論を深めて、そうするとですね、この事務を処理するのに

何であんな莫大な霞が関が要るんだっていう話になるはずなんです。そういう議論を

していかないとおかしいのに道州だけの議論をしている。この辺が変だと２番目に思

っております。 

 それに関連して、松井委員がおっしゃったように都構想自身は大賛成なんです。都

構想で反対したことはないんです。ですが道州についてはちょっといかんなと思って

います。 

 それともう一つ、明治維新のときの廃藩置県、明治22年ですね。府県制の区割りっ

ていうのは、ある意味でかなり合理性があったのではないかと思うんです。都道府県

が全部おかしくなったのは昭和30年前後の地方財政再建法をつくったときですけれど

も、あれは余りにもお金を地方に回さな過ぎたということが原因で、それで地方財政

再建法をつくってですね、仕掛け、交付税制度の税率まで上げました。それでもって

やっと自主性が確保できるようになったんですが、そういうことを考えていったとき

に、なぜ今さらこれまでかなりの実力をつけてきている都道府県をつぶしてですね、

道州にまで一気に持っていかなきゃいけないんだろうかと。私はこういう、関西広域

連合のような府県が構成をする広域事務については責任を持てる特別地方公共団体の

仕掛けというのは、一つの知恵として機能が十分果たせるのではないでしょうかとい

う問題提起を常にしております。 
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 さらにあえて言いますと、道州をつくったときに、例えば大阪に道州の首府が置か

れたとすると、うちの県の鳥取県境にある浜坂の状況が道州の役人にわかるのかって、

わかりっこないんですよね。それで、浜坂から大阪まで来るのに東京へ行くのと同じ

ぐらいかかっちゃうから、一泊泊まりで来なきゃいけない。そういうような状況を生

み出して何の意味があるんだろうか。そうすると、きっと、中間団体が必要になるん

じゃないか、中間処理団体。北海道で言えば支庁みたいなね。そうすると、ああいう

役所をまた作らなきゃいけないんだったら、あえてなぜ都道府県をつぶさなきゃいけ

ないんでしょうか。あるいは、私は道州ができても、道州は割りきりで、国の出先機

関を統合した総合事務所をつくったらいいと、それを道州と称されればいいのではな

いですか。事務配分で国の出先機関がお持ちになっているやつで、都道府県が処理し

たほうがいいのはこちらがいただいて、その総合機関のほうが処理したほうがいいも

のはあげてもいいからですね、そういう再編、つまり４層制だって実を言うといいの

ではないかという主張をさせていただいております。 

 問題はやっぱり最初の疑問に行き着いて、何のためにするんでしょうかと思われま

して、もし、合理的な説明をしようとすると、ちょっと大胆過ぎますけども、東京都

の道州というような姿を念頭に置かれているのかな。東京都イコール道州というよう

な姿を念頭に置かれているのかな。だとすると、政令市があるようなところだけでい

いという話になりそうだなとも思うんですが、この辺はいろんな議論をしてみないと

いけない、こう思っております。 

 単位が、関西とか九州、中四国とかを前提に置いて考えているから、何かコミット

しているようなんですが、関東なんかどうするんだって。それで道州で、東京を抜く

っていうんですよね。東京を抜いて東京は別の道州にしちゃう。それから、東北はま

だはっきりとしていますが、ところが長野とか新潟とか、中部圏なんか入れますと大

変区割りで難しいですね。だから選挙の話と同じで、区割りの議論になるとまとまら

なくなってしまうんじゃないかと。というようなこともあって、これはなかなか簡単
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にはいかないから、議論だけきちっとしといたらいいなということもありまして、私

自身は先生方にまことに恐縮ですけども研究をしていただいていると思っております。

兵庫県知事としての、委員としての意見でございます。連合長ではございませんので。 

 それで、一応の御意見頂戴しましたので、それぞれの先生から我々の意見も踏まえ

ましてコメントを頂戴できたらありがたいかと思います。なかなかこれだけの数にな

ると一つ一つについて意見交換をするという時間がございませんので、恐縮ですが、

そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速山下先生からお願いします。 

○道州制のあり方研究会副座長（山下 淳）  この研究会を引き受けたときに、一

体何を議論すればいいのだろうと思ったことがあります。というのは、話が物すごく

漠然としていて、議論自体、都道府県をなくして道州をつくるんだという以外のとこ

ろが全くない中で、何を議論したらいいのだろうというちょっととまどった記憶があ

ります。そのときに、私なりに考えたのは、議論すべき問題というのは大きく二つの

側面があるのだろうと。一つは仕組みといいますか体制です。統治の体制をどう考え

るか。もう一つはその体制のもとで一体どのような活動、どのような行政サービスの

提供が行われるんだろう。住民、市民のほうから見て重要なのは、やはり改革があっ

て、それがサービスの質なり、あるいはサービスの提供のやり方なりが変わる。住民

にとって、「ああ、こういうふうに変わってよくなったなあ」ということがやっぱり

実感できるということが大事なことなんだろう。そのために統治の仕組みというもの

を変える必要があるということになるんだろうというふうに考えたわけです。そうい

う形でこの研究会でも活動のほうから議論をしてきたということがあります。 

 しかしですね、同時に体制という議論をするときに、道州という統治主体のあり方

だけを議論しても全然議論にならないということも研究会の中では見えてきたと思い

ます。すなわち、国、道州、あるいはその下に府県が残るのかもしれませんが、ある

いは基礎的自治体、あるいは市町村というその間の関係、それ自体も道州制の導入っ
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ていうのは変えることになります。したがって、まず、やはり国のあるべき姿、それ

から基礎自治体のあるべき姿も一緒に考えないと、道州だけ議論をしたって全然しょ

うがないねというふうな気がしています。 

 したがって、それこそ今日も御意見いただいたわけですけども、まさにこの国の形

をどう考えていくか、その中で、今の府県のあり方なりをどう考えていくか、あるい

は府県を超える広域の行政体制をどう考えていくかということを、そこまで視野を広

げないといけないのかな。しかし、そこまで広げると、広げた風呂敷が畳めるかなと

いう不安も持っています。 

 特にですね、基礎自治体のあり方、特に今の市町村は物すごく多様になっています。

また、大都市の行政体制自体、物すごくこの国の中で重要な意味を持ってきています。

ただ、大都市といってもまた本当に大きいところから小さいところまであります。そ

ういうものをどう組み込んでいけるかなというところが、これは検討すべきケースの

一つとして出てきているなとは思っています。 

 ということで、大変なことを引き受けたなあと思っていますが、しかし、こういう

中で議論をするというのはいい機会だと思っていますので、それなりに考えていきた

いなと思っています。いずれにしてもあまり道州だけの議論、どういう道州をつくれ

ばいいかという議論をするよりはもう少し全体の中での道州の立ち位置みたいなもの

をはっきりさせるという議論のほうがいいのではないかなと私なりには考えていると

ころです。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございました。北村先生、お願いします。 

○道州制のあり方研究会委員（北村裕明）  今日は知事や市長さんの道州制に関す

るお考えを聞けて改めて研究会で議論すべき課題が明確になりました。時間も限られ

ておりますので、研究会で議論する際の視点について少し申し上げたいと思います。 

 何のために道州を導入するのかについて３回にわたる研究会で随分議論しましたが、

やっぱりそれは90年代半ば以降の、日本における分権改革の流れをさらに一歩進める
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ためのものであろうということでした。分権とは一体何であるかについては、私はい

つも学生にも言っているんですが、それは分権改革推進委員会の中間報告に書かれた

「住民の身の回りのことに関する自己決定権の拡大である」、これは最もわかりやす

いと思っています。ですから、道州の導入が住民の自己決定権の拡大にどう具体的に

貢献をし、住民のサービスや生活を向上させるのかという点が重要であろうと思うの

です。その点では、やはり具体的に個々のサービスや機能が、道州ができた場合にど

のように担われるのか分析が必要であって、この研究会でも第１回目では河川の問題

について議論をいたしました。琵琶湖・淀川水系という広域的な管理の問題に長く携

わってきた滋賀大学の中村特任教授に来ていただいて話を伺ったのですが、そうしま

すと統合的な流域管理が必要となる、すなわち治水と利水と環境の保全という横串的

な行政のあり方と、そこに住民の参加をどう入れるのか、かつては川普請といって、

流域の住民が川の管理に携わる仕組みを現代にどのように復活させるのか、そうした

統合的な流域管理が、道州という新しい広域的な政府ができた場合に、どのように実

現するのかが大切なこととなります。住民自治の新しい発展でありますから、そのた

めの道州のガバナンスのあり方や、組織編制について、関西広域連合が道州を議論す

るのであれば、意味のある議論ができればと思っています。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございます。 

 それでは、村上先生よろしくお願いします。 

○道州制のあり方研究会委員（村上 睦）  私がこの委員をお引き受けしました動

機と言いますのは、非常に悩んだのですけれども、関西人としましてこの関西をいか

にして浮上させるかということを私なりに勉強させていただく、そういった意味合い

がありました。道州は自立、そのときにその財源保障というものをどういうふうに考

えればいいのか、それから国際競争力を持つだけの規模ということなのですが、いわ

ゆる地域が国際競争力を持つというのが一体どういうことなのか、この２点について

問題意識を持っております。先ほど法人課税についての言及がありましたが、事業税
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なども非常に偏在性があるということともに、私自身は国際課税を専門にしておりま

すので、地域で税率が違っていたり、その課税自主権を強調することが非常に企業活

動にとってマイナスになるという見解を持っております。ですから企業の租税負担を

地域が国際競争力のために何かやるということに対しては、懸念を持っております。

今、特区における実効税率を大きく引き下げてそれを起爆剤にしようとされていると

思いますが、これが外国企業だけに認められている場合であったとしても、外国企業

の定義がどうなっているのか、非常に迂回していけば日本の企業ももしかしたら外国

企業になるのか、そうであるとすると、日本全体の法人税収を減らしてしまうことに

なります。 

 今いろいろ御議論を聞かせていただきまして、やはり私も法人所得の課税を地方に

入れてくるのは安定性という観点からも問題があるのではないか。税による経済安定

化機能というのは国が基本的に担うべきではないかという気持ちをさらに強めたとこ

ろです。税源も配賦基準も消費ということにしましたら応益性でいけると思うのです。

１人当たりの消費額というのは余り変わりませんから、ということは余り経済力のな

いところでも再分配を受けているというそういう引け目はなくなると思うのです。法

人所得課税ということが地方税収に入ってきますといろいろ問題があるのではないか

なという気持ちを持っております。でもこれがどういうふうに反映できるかというの

はこれからの課題にさせていただきたいと思います。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございました。それでは、新川先生、締め

くくりのコメントをよろしくお願いいたします。 

○道州制のあり方研究会座長（新川達郎）  いろいろ御意見をいただきましてあり

がとうございました。基本的には道州制推進も、あるいはちょっと待てという御意見

もいろいろあったかと思いますが、基本のところ、国民あるいは住民のための統治の

仕組みをどうつくっていくのか、そのためのいい仕組みを選んでいきたいという、そ

このところは改めて確認できたかと思います。 



－51－ 

 その具体的な手法として、分権とそして自治ということ、これをどこまで全うでき

るかというのは多分基本的な方向として、重要なプライオリティーの高い課題という

ことになっているんだろうと思います。その中で、国、地方の役割、そして、地方の

中でのさまざまな担い手のそれぞれの役割というのを確認をしていかないといけない、

これが大きな１点目、我々の課題でもあるというふうに認識をさせていただきました。 

 二つ目に、実はそのときの解決の仕方、回答の仕方というのは、実は多様にありそ

うだ、複数のシナリオがありそうだということで、私どももそういう議論をしてきて

はいるのですけれども、例えば小規模な市町村というのをどう考えていくのか、もう

一方では大都市というのをこの道州やあるいは新たな道州、府県の仕組みの中でどう

いうふうに位置づけていくのか、こうしたところも実は単純にこういう形がよろしい

というのが必ずしも出てこない。むしろ複数のシナリオの中でそれぞれのやり方を比

較、検討していく必要があるのではないかと、そんなふうにもちょっと考えておりま

して、ある意味では多様な議論の中で、逆に幾つかのシナリオをお示しするというこ

とが必要かもしれないというふうに、今二つ目考えているところでございます。 

 重要な三つ目のポイントは、しかしそうは言いましても実際にそこで構想をされる

国の役割、道州の役割、広域的な自治体の役割、それから基礎的と言っておりますけ

れども、実はそれは多様で、大都市やそれから小規模な町村まで含めてその役割をど

ういうふうに改めて再定義をしていくのか、その相互関係というのをどう考えていく

のか。これはやはりどういう仕組みであればどういうメリット、デメリットがあるの

かということを含めて少し荒っぽいやり方になるかもしれませんが、私どもなりに一

定議論を尽くさないといけないなというふうに思っております。 

 そのときに、もう１点重要な原則は、やはり自己決定、自己責任ということが強調

されました。自治というのは当然それが大前提になりますので、そうした観点から住

民自治の視点というのを貫徹できるような、そういう仕組みを考えていかないといけ

ないなということを思っておりました。加えてその原則の３点目で重要なのはやはり
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お金で、権限とセットになるんですが、財源の問題であります。どのレベルにせよや

はりその運営に必要な税財政制度というのを構想していかなければなりませんし、今

の日本の経済情勢から言えば当然再分配というのを適正にやっていくような財政調整

機能というのがいろんなレベルで垂直的にも水平的にも必要になってきているという

ことがございます。事務の配分とこの財政の新たな仕組みというのを、これも粗々で

すが、やはり望ましい姿というのを一定出していかざるを得ないだろうというか、提

案をしていかざるを得ないなというふうに思いながら、今お話を聞いておりました。 

 加えてもう１点だけ最後に、これは私どもの研究会の役割でもありますし、同時に

連合の役割でもあろうかと思いますが、できるだけわかりやすい形で住民の皆様方に

社会的に情報を提供していく、こうなればこうなりますよといったような、あるいは

こんな姿はどうでしょうかといったようなそういうメリット、デメリットを含めて情

報提供をしていくというのが非常に大きな役割だというふうに改めて認識をさせてい

ただきました。そういうところを留意しながらまた今日いただきました御意見、全て

何もかも丸のみするのは難しいのですが、大いに考慮をさせていただいて、今後の議

論を深めていきたいと、そういうふうに思っております。 

 私のほうからは以上にさせていただきます。 

○広域連合長（井戸敏三）  本当にありがとうございました。新川先生から今後の

課題も指摘していただきましてありがとうございます。 

 道州制の問題はこれ１回で終わるわけではございません。私どもも、例えば兵庫県

も勉強会を持たせていただいておりますし、兵庫県の市長会だけでも分権委員会など

で議論をされたりしております。これからまだまだ議論が続くと思いますが、４先生

には大変難しい課題を難しい時期に御議論いただいて、しかも中間報告まで６月とか

７月ぐらいまでにはいただければと言っておりまして、非常に難しい話をお願いして

おりますので、今日もわざわざ御足労を忙しい中いただきまして、私どもの見解も聞

いていただきましたので、いろんな角度があり過ぎて中間報告を出すのも難しいし大
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変だと思いますけれども、ひとつ大きなたたき台を提案するんだというぐらいの大ら

かな気持ちで、ぜひおまとめいただきますと幸いかなと思っております。事務当局に

は必要な作業をお申しつけいただきましたら、連合事務局でできない事柄は各府県、

政令市が束になって頑張りますので、その点もよろしく御理解いただきましたらと思

います。 

 ４先生方にこれからのますますの御指導をお願い申し上げますとともに、御活躍を

お祈り申し上げまして、今日のお礼とさせていただきます。ありがとうございました。 

○広域連合長（井戸敏三）  それでは、道州制につきましての議論は以上とさせて

いただきまして、続きましてこの夏の節電対策について、嘉田委員からお願いします。 

○委員（嘉田由紀子）  私のほうから資料３で説明いたします。 

 ポイントを幾つか申し上げます。１ページ目ですが、今夏の節電の呼びかけ内容は、

平成22年夏と比べて９％削減を目安ということで、数値をあえて入れさせていただい

ております。９％削減を目安。国のほうは数値を入れないということですが、これま

での議論からして関西広域連合としては、９％削減を目安ということで、７月１日か

ら９月30日、朝９時から20時です。呼びかけは、まず、関電さんからさまざまなメデ

ィアを使っていただくわけですけれども、自治体としては大きく、次のページを見て

いただきましたら、「家族でお出かけ節電キャンペーン」などそれぞれ自治体で工夫

をしていただくこと、実は今日それを公表というような一部誤解もあったかもしれま

せんが、今日のところはあえてそれぞれのところで出していただくことをお願いして

ないようでございますので、情報共有できたらと思います。 

 それから、資料として出しておりますのは、「夏のご家庭編 みんなで節電アクシ

ョン！」でございます。産業編も、この資料を御活用いただけたらと思います。家庭

の場合には何よりもエアコンの効果が大きい。この50％というのはエアコンを消して

扇風機を使用するというのが一番大きいですが、事業系のところもそれぞれどういう

行為をしたらどれだけカットできるかということ、これも調査結果に基づいて出てお
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りますので、去年、おととしよりはずっとわかりやすい資料が出ていると思います。 

 最後にロゴマークは「みんなで節電アクション！」、これは共通に広域連合でお使

いいただけたらと思います。それと、ペンギンさんの「家族でお出かけ楽しいね！」、

このあたりのロゴマークも共通でお使いをいただけたらと思います。今後の進捗状況

については、７月の連合委員会以降も御報告させていただきます。 

○広域連合長（井戸敏三）  各県でも前年夏並みの取り組みを前提に、いろんな形

で県民への周知徹底を図っていただけると思います。ぜひ協働してお願いを申し上げ

たいと存じます。 

 それでは、国の予算編成等に対する提案ですが、４ページに、広域連合制度の充実

ということで、（４項目提案しておりますが、）２番はですね、今の地方自治法で、

国に対して意見を申し述べる、事務委譲について意見を申し述べられるのは、連合の

規約に掲げている事務に関連する事務です。ところが我々の活動は既にそういうこと

を超えていますので、制度のほうも直してもらいたいということをあえて書いており

ますが、この点について御意見を伺いたいと思います。 

 それから、分担金に地方財政措置をしろと、勝手につくったのだから自分たちでや

れという話なのかもしれませんが、言ってみといてもいいだろうということです。 

 それから、４番目はですね、先ほどもちょっと出ていまして、国土形成計画などの

整備は、こういう広域連合ができていたらきっと広域連合の仕事になっていたんじゃ

ないかと思うんです。ですから、広域連合もできたわけですので、例外的に広域連合

を使えという要請をしようという意味です。ちょっと気になっていますのは、あえて

２番目などを持ち出すかどうかが気になったところですので、御意見を伺わせていた

だいたらと思います。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○広域連合長（井戸敏三）  それではこれも書かせていただくということで。 

 あとは、（３０ページの）農林につきまして、少し連合事務局の知恵も結集いたし
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まして、あるいは各府県の皆さんの御意見も頂戴しまして整理させていただきました

が、１にＴＰＰ協定締結に向けた交渉の実施というような意味で、守るべきは守る、

しかし影響がある場合にはきちっとした対応をすべきだということを言っておく必要

があるのではないかということで追加させていただいております。これが原案になか

った点ではないかと思いますので、これもお諮りさせていただきます。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○広域連合長（井戸敏三）  よろしければあとは、ほとんど調整済みの内容だと思

いますので、省略をさせていただきますが。 

 ここで議論をしているとなかなか時間ばかりかかりますので、もう一度お持ち帰り

いただいた上で、各部局で再度チェックをしていただき、後決めるのは御一任いただ

くことにして、それで意見をお伺いすることはまだ時間がありますので、お気づきの

点があったら御意見を頂戴できれば。今月いっぱいぐらいなら間に合うようですので

よろしくお願いいたします。 

 以上で協議事項は終わりまして、あと報告事項です。 

 資料５をごらんください。 

 ワールドマスターズゲームズのトリノ大会の視察団ですが、私本当は行きたいので

すが、ちょっと就任直後になり得る可能性が高いもので、予定が立ちにくいんです。

それで、平井委員、門川委員が団長で行っていただけるということになりましたので、

お二人で団長をやっていただいて、視察していただいて、最終決定は９月にさせてい

ただくということにしたいと思います。 

○副広域連合長（仁坂吉伸）  うちも観光局長をつけます。 

○広域連合長（井戸敏三）  どうぞよろしくお願いいたします。京都が入ってない

んですけどいいんでしょうか。 

○委員（山田啓二）  何だったらこっちは送るように変えますので。 

○委員（飯泉嘉門）  送るのは構わないんですか。 
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○広域連合長（井戸敏三）  ええ、構いません。かなり大きなデリゲーションにな

っているんですけど、向こうは全然支障はないと思います。 

 それから、先月お見えいただきました両先生も御参加していただくことになってお

ります。 

 続きまして、鳥インフルエンザＨ７Ｎ７への対応体制をつくっておりますので、簡

単に御報告させていただきます。 

○広域防災局広域計画参事  広域防災局広域計画参事の藤森です。よろしくお願い

します。 

 ５月８日に各府県政令市の防災担当参与、さらには広域医療局の徳島県を中心にし

ます医療部局からも御参加をいただきまして中国鳥インフルエンザに関する連絡会議

を開催させていただきました。 

 １枚目の資料ですが、最初に広域連合としまして、鳥インフルエンザが国内で発生

した場合から、新型インフルエンザへの変異していった場合にどのような体制で対応

を行っていくのかということにつきましては、フェーズごとにそれぞれの発生段階に

おける対応体制、つまり１枚目にございますような対策準備室から対策本部に至るま

での経緯につきまして確認と意思疎通を行いました。 

 ２枚目以降につきましては、組織図、体制図を上げておりまして、その後それぞれ

の役割分担といったものを政府の行動計画案で示されております役割をフェーズごと

に整理したもので、それに伴って広域連合として現時点で必要な役割を整理した資料

につき説明し意見交換を行ったところです。 

 また、各府県、政令市からは５月８日までの体制と対応状況につきまして御説明を

いただき、情報共有を図りました。 

 なお、広域防災局としましては、関西防災・減災プランの新型インフルエンザ対策

編につきまして、今年度早期に策定する予定でして、来週27日月曜日には新型インフ

ルエンザ対策専門部会を開催しまして、プランの策定を進めてまいります。 
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○広域連合長（井戸敏三）  幸い鳥インフルエンザにつきましては落ちつきを見せ

ているようでありますので、連絡会議ぐらいの開催で済むのではないかと思っており

ます。心配していますのは風疹です。大阪府はいち早く対策を講じられたのですが、 

和歌山もそうですね。うちも倣いまして、対応することにさせてもらいました。非常

に地域性がありまして、兵庫県でいうと神戸市と尼崎が多いんです。余りにも広がり

を見せるとやはり心配ですので、人人感染の典型的な例です。それぞれの立場で御検

討いただいたと思います。  

 続きまして、資料７で関西広域連合のトッププロモーションについて、山田委員に

お願いいたします。 

○委員（山田啓二）  今年のトッププロモーションですが、９月13日から16日、場

所は一応中国本土に対する門戸でありまして、東南アジアにも幅広く広がっていると

いうことで、今年は香港をメインにやっていきたいと思います。 

 これに中国本土をどうやって加えるかについてまた御相談しないといけないのです

が、香港におきまして観光展に加え物産展も行いたいと思っておりますので、各都道

府県や市町村の皆さんも、ぜひともお願いをしたいと思いますし、まずこのトッププ

ロモーションにつきましても、できる限り大きなデリゲーションで参加して、香港に

対して関西の存在を示したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○広域連合長（井戸敏三）  香港に私ども事務所がありますし、「関西広域連合香

港事務所」という看板もつけさせていただいていますのでぜひ御活用をお願いしたい

と思います。 

 続きまして、資料９、2013年の食博覧会の大阪での結果報告をお願いします。 

○委員（山田啓二）  食博ですが、関西広域連合として大きなブースを出させてい

ただきまして、各府県の特産物を出していただきまして、おかげさまで大変な数の食

が出ました。また、農林水産部のほうでは仁坂副連合長を中心に、物品のほうを出し

ていただけたことで、かなり関西広域連合という形で動けたと思っております。65万
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人という大変な人数を抱え、私が行ったときにはもう身動きできないような状況でし

たけれども、まず第一歩として関西エリア観光の最初のイベントとして大変大きな成

果を上げたのではないかと思います。まだまだ食のイベントは続いておりますので、

これからもいろいろな面で御協力をお願い申し上げたいと思います。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございました。仁坂副連合長も一言。 

○副広域連合長（仁坂吉伸）  のぼりとかですね、それからちょうちんとかさせて

もらいまして、私もステージに行く機会があったんですけど、「赤ちょうちんの関西

広域連合」っていって叫んでおきました。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございました。成功裏に終えたことを喜び

たいと思います。 

 それでは、資料９、首都機能バックアップ構造の構築に関する意見です。事務局か

ら説明させます。 

○本部事務局計画課長  前回の広域連合委員会で協議させていただきましたが、そ

の際、資料９の最後のところですが、参考の部分少し調整をしようということで御指

示いただきまして、昨年度の調査結果も踏まえまして網羅的に一覧表に整理させてい

ただきました。 

○広域連合長（井戸敏三）  こういう内容でわかりやすくしたということですので

よろしく御理解いただきたいと思います。 

 それから、資料10は６月に臨時議会が開かれることになっております。資料10で臨

時議会の開催、６月29日に開かれますのでどうぞよろしくお願いします。 

 資料11は何かコメントがありますか。 

○委員（嘉田由紀子）  関西元気文化圏の推進フォーラムで大津市の三井寺に能舞

台がございます。そこで狂言再発見ということで６月22日に広域連合とそれから文化

圏推進協議会の共催の催しがあります。実は滋賀琵琶湖、そもそも猿楽が近江猿楽か

ら中世に出ておりますので、さまざまな舞台にもなっております。ぜひ関西の皆さん
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にもお越しいただけたらということでアピールをさせていただきます。 

○広域連合長（井戸敏三）  ありがとうございました。 

 そのほかに何か、この際です、御発言ございましたら。 

 それでは、第33回の関西広域連合委員会を終わらせていただきたいと思います。 

○本部事務局長  時間は押しておりますけれども、もし質問がございましたらお受

けしたいと思いますので、質問のある記者の方、挙手をお願いできますでしょうか。 

（質問者なし） 

○広域連合長（井戸敏三）  それでは、これで終了させていただきます。ありがと

うございました。 

閉会 午後４時３０分 

 

 


